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別紙 

福祉サービス第三者評価の結果 

 
１ 評価機関 

名称： 

コスモプランニング有限会社 

所在地： 

    長野市松岡 1丁目 35番 5号 

評価実施期間： 

令和元年 5月 14日から令和元年 7月 12日まで 

評価調査者（評価調査者養成研修修了者番号を記載） 

Ｂ１６０２１、Ｂ１８０１５、０５０４８２ 

 

２ 福祉サービス事業者情報（令和元年 ５月現在） 

事業所名： 

（施設名） ほっとらいふステーション桃の郷 

種別： 

   居宅介護 

代表者氏名：    横地 克己 

（管理者氏名）   吉澤 利政 
定員（利用人数）： 定員なし(79)名 

設置主体：  社会福祉法人 長野市社会事業協会 

経営主体：  社会福祉法人 長野市社会事業協会 

開設（指定）年月日： 

平成１９年 ５月１５日 

所在地：〒381-2226 

      長野市川中島町今井 1387番地 5    

電話番号： 

      026-217-1120 

FAX番号： 

          026-217-1121 

ホームページアドレス： 

http://nagano-shajikyo.or.jp/nsjk/tiiki/hot_st_top.html 

職     種 常勤 非常勤 常勤換算 

サービス提供 

責 任 者 

介護福祉士 ４人 人 ３.５人 

介護職員基礎研修 人 人 人 

ヘルパー１級 人 人 人 

ヘルパー２級 人 人 人 

（       ） 人 人 人 

（       ） 人 人 人 

合   計 ４人 人 ３.５人 

居宅介護 

従事者 

介護福祉士 ５人 ５人 ６人 

介護職員基礎研修 人 人 人 

ヘルパー１級 人 人 人 

ヘルパー２級 １人 １６人 ８人 

ヘルパー３級 人 人 人 

（行動援護従事者養

成研修 ） 
(６人) (８人) (７.５人) 

（       ） 人 人 人 

（       ） 人 人 人 

合   計 ６人 ２１人 １４人 

（様式第１号）（第２条 16号関係） 
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３ 理念・基本方針 

○社会福祉法人長野市社会事業協会基本理念 

   長野市事業協会は、利用者の人としての尊厳を大切にし、地域社会でゆとりと潤いのあ

る、その人らしく、いきいきと自立した日常生活が送れるように、利用者本位のニーズに

合った福祉サービスの提供に努めます。 

    

○社会福祉法人長野市社会事業協会基本的視点 

  ・私たちは、利用者や家族の声を大切にし、利用者と対等な立場で信頼関係を築きます。 

  ・私たちは、サービスの質の評価を行い、公正で良質かつ適切なサービスを提供するよう 

に努めます。 

  ・私たちは、地域やその他の関係機関と連携し、より充実したサービスが受けられるよう 

努めます。 

  ・私たちは、サービス内容の情報提供を行い、個人情報を適正に取り扱い、事業運営の透 

明性の確保に努めます。 

  ・私たちは、専門性を高めるため、常に研鑽し、資質の向上に努めます。 

 

 

４ 福祉サービス事業者の特徴的な取り組み 

当ほっとらいふステーション桃の郷は社会福祉法人長野市社会事業協会が運営する唯一の障害

者居宅支援事業所で、平成 19年(2007年)5月に開設され満 12年という節目の年を迎えている。 

当事業所の運営母体である社会福祉法人長野市社会事業協会は現在、障害関係施設(施設入所、

生活介護、就労移行、就労継続、居宅介護、短期入所事業)、児童福祉関係施設(障害児通所支援施

設、放課後等デイサービス、母子生活支援施設、保育所)、保護施設(救護施設、社会事業授産施設)、

高齢者関係施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、通所介護事業)など、31事業所 52の福祉

サービス施設・事業所(平成 30年 4月 1日現在)を運営しており、ライフステージに応じた一生サ

ポートできる生涯支援を目指しており、当事業所もそのうちの障害者総合支援法に基づく１事業所

として、長野市一円の利用者の居宅（日常住んでいる家）を訪問して様々な特性を持つ利用者にサ

ービスを提供している。 

当事業所の事務所は長野市南部の川中島地区の「長野市障害者福祉施設ハーモニー桃の郷」の中

にあり、同じ法人の運営する重症心身障害者支援、生活介護、就労移行支援・就労継続支援 B、地

域活動支援センター、相談支援など５つの事業所も同じ建物内に併設され、各事業所との連携を取

っている。現在、当事業所と相談支援事業所以外の４つの事業所は長野市が設置する事業所の運営

を指定管理者制度で管理しているもので、地域の人々との関係を大切に、住み慣れた地域で潤いの

ある、当たり前の生活を営むための自立支援を実施している。施設の周辺は桃の果樹園が多く、ま

た、水田もあり、事業所の入る障害者福祉施設に隣接する就労移行支援・就労継続支援Ｂ型・生活

介護事業などを運営する多機能型事業所とも共同し地域の人々に向けて祭り（ハーモニー夢まつ

り）を開催しており、移動支援・通院介助等対象の利用者も含めて計画に沿い利用者の参加を促し、

余暇支援の充実を図っている。 

現在、当事業所の利用者は 80名弱で、年齢層は 10代後半から 80歳以上の方までと幅広く、「55

歳から 64歳」の方が三分の一弱と、障害者総合支援法の介護保険優先適用条項により、障害者が

65歳以上（介護保険法令で定める特定疾病による障害の場合には 40歳以上）になると介護保険法

の適用となり、高齢者の訪問介護事業所もこのサービスに参入し競合する中で、12年の歳月で築

き上げてきた障害者の特性を理解した 20人以上のベテランのヘルパーを中心にその専門性を発揮

している。こうした中、65歳未満で既に障害福祉サービスを受けてきた方が介護保険に切り替わ

っても同じ事業者から引き続きサービスを受けることができるという特例を活かし、他の事業所と

の差別化も図っており、現在、事務所のある長野市南部地域ばかりでなく、北部地域の障害を持つ

方々からもサービス提供の希望が多くなっている。 

当事業所で提供しているサービスの内容は身体介護、家事援助、通院介助(身体介護あり・身体
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介護なし)、重度訪問介護、行動援護、同行援護で、事業所としてサービスを提供する総時間のう

ちの 56.7%が身体介護、次に行動援護が 19.3%、家事援助 10.3%、同行援護 6.4%(いずれも 2019年

3月 1ヶ月)と続いている。また、障害区分で療育手帳を保持する方が 43.0%、身障者手帳保持者が

34.2%となっており、様々な障害をもつ利用者にフレキシブルな対応が出来るようになっている。 

このような流れの中、今年度で、平成 22年からの 10年間の法人としての中長期総合計画が終

了することから、現在、来年度からの次期中長期総合計画の策定に入っており、当事業所や当事業

所の属する障害者支援南部事業部としての方向性を見極めつつ、新しい中長期総合計画の策定に入

っており、当事業所でも所長から職員へのヒアリングが随時実施され、若い職員の意見・提案等も

活かされるようになっている。その前段階としての今年度の当事業所の事業計画の運営重点事項と

して「運営の安定化」「大人支援の充実」「サービスの質の向上と職場環境の整備」を掲げ、法人

の南部事業部の 13事業所 15サービスと連携し、障害特性に応じた専門的な支援を実施し、また、

中長期総合計画の「魅力ある福祉サービスを創造する」というキャッチコピーの通り、現在提供し

ているサービスに甘んじることなく、障害があっても高齢期まで安心して、また、安定的した生活

が将来にわたり送れるように支援していこうという前向きな姿勢が職員の言葉の端々から強く感

じられた。 

 

 

５ 第三者評価の受審状況 

受審回数（前回の受審時期）      今回が初めて 

 

６ 評価結果総評（利用者調査結果を含む。） 

◇特に良いと思う点 

 

1) ライフステージに応じた在宅での利用者支援 

法人として児童発達支援から高齢者支援まで、ライフステージに応じ一生サポートできる切れ

目のないトータル的なサービスを展開しており、当事業所でも障害のある 10代後半から 80歳代

の高齢の利用者まで、在宅における切れ目のないサービスを提供している。 

2013年からの障害者総合支援法は給付金方式（支給決定を受けた障害者への現金給付）と直

接契約（施設・事業者と支給認定障害者との契約）による利用の仕組みで、介護保険が保険方式

をとっているという点で利用方式の違いがある。介護保険優先適用条項により、障害者が 65歳

以上（介護保険法令で定める特定疾病による障害の場合には 40歳以上）になると、介護保険法

の適用となり、要介護度ごとに支給限度額（実質的な給付上限）が設定されるため、介護サービ

スの利用が制約され、また利用者負担も完全な応益負担となり、負担が増大する（いわゆる「65

歳問題」の発生）傾向にある。障害福祉サービスの利用者の高齢化に伴い、「65歳問題」は深刻

な問題となり、介護保険優先適用条項の違法性を争う裁判にまで発展している。 

こうした流れの中、長野市内でも高齢者の訪問介護事業所が障害者の訪問支援に参入してお

り、顧客獲得競争も激化している。当事業所の利用者の年齢の中心値は「55歳から 64歳」で 79

名の利用者中の 30%を占め、1ヶ月のサービス総提供時間のサービス内容でも「身体介護」が

56.7%、行動援護が 19.3%となっており、当事業所の今年度(2019年度)の運営重点事項に「大人

支援の充実」を掲げ、「行動援護の利用を積極的に受入れる」とし、他の事業所との差別化を図

っている。 

利用者アンケートでも「サービスの提供にあたって、気持ちを大切にしてくれている」との声

が上がっており、障害者へのサービスに特化した専門性を発揮する職員への信頼度は高く、法人

の「目指すべき職員像」に掲げられた「人に優しく思いやりと気配りのできる誠実な人」の実践

に懸命に努めており、多様な障害を持つ利用者が地域での暮らしを支えるために必要な時に必要

な支援を行い、利用者一人ひとりの意向に沿い、その人らしい生活ができるように取り組んでい

る。 
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2)利用者の自立生活へ向けたチームでのサービス提供 

サービス開始時にはサービス提供責任者が利用者宅を訪問し、利用者や家族に重要事項の説明

をして利用契約を交わしている。重要事項説明書で、営業日・サービス提供時間、利用者負担額

などを説明し同意を得ている。また、サービス利用契約書の説明もし、同意の署名・捺印をいた

だき契約を交わしている。 

サービス提供責任者が初回面談時に聞き取った利用者の意向や状態などのフェイスシートと

課題分析シートからアセスメントし、サービス開始後 1～2回はサービス提供責任者が訪問しサ

ービスを提供し、利用者の状況やサービス内容などを確認し、具体的な支援内容を計画に落とし

込んでいる。また、サービス開始 1ヶ月後には、サービス提供責任者が訪問し、利用者の意向を

聞き取り不安解消に努めている。更に、利用者に合った担当のヘルパーを決めており、担当ヘル

パーが初回訪問時に必ずサービス提供責任者が同行し、サービス内容などの適切な指導を行い、

利用者の意向も伝えている。利用者毎に２人以上のヘルパーがチームを組んで担当しており、随

時、同行しながら意思統一を図っている。ヘルパー会議についてはシフト勤務の関係から、全員

が一堂に会せないため同じことを数回に分けて実施し、特に、利用者の心身の状況やサービス内

容についての意思疎通を図っている。 

地道な作業ながら職員の行動規範にある「報・連・相」の重要性を職員は十分理解しチームと

して一人ひとりの利用者を支えており、個別支援計画通りに実施されているかどうかは指示書や

サービス提供記録で確認することができ、看護師や相談員などの関係職員が集まり支援会議を定

期的に行い、支援の方向性や課題などについて話し合いをしている。また、支援困難なケースに

ついても関係職種と連携し、利用者にとってより良い状態を作り出せるように検討している。 

サービス提供責任者がサービス毎に指示書を書き、指示書に従って居宅支援等をヘルパーが実

施し、実施後はサービス提供責任者に報告するという一連の流れは、細かな変更点、留意点や基

本サービスを確実に実行でき、サービスを受ける利用者にとっても、統一されたサービスを安心

して受けられるようになっている。 

 

3)事業計画の周知と方針連鎖 

法人の基本理念や基本的な視点は法人のホームページやパンフレットに記載されており、法人

としての目指す方向性を明らかにし、職員の指針にもなっている。法人の、今年度(2019年度)

を最終とする中長期総合計画があり、それに連動した年度の法人事業計画、事業部事業計画、当

事業所事業計画を策定し、着実な実行に取り組んでいる。また、それに伴う収支予算も立案され

計数面での管理も確実に実施されている。期初や毎月の職員会議でも課題や計画の進捗状況が明

らかにされており、職員個々の目標管理等にもリンクするようになっている。 

 当事業所の年度の業務組織図も作成されており、担当者を決めて事業計画の実践・実行にあた

っている。今年度、既に、次期の中長期総合計画の策定に入っており、所長は、運営に関する職

員などからの意見を日常の会話や職員会議、個人面談などから把握し、運営の改善に努め、事業

計画策定の参考にしている。事業所の予算に沿い、執行状況を月次・半期の決算から見直し変更

することもあり、職員は決められた職務に従って計画の達成に励んでいる。また、所長が同じ建

物内にある相談支援事業所長や法人の障害者支援南部事業部長、経営企画会議のメンバーを兼務

していることから、通期の事業報告及び決算報告から課題を洗い出し、エリア会議、理事会を経

て次期の中長期総合計画や事業計画にも反映できるようになっている。 

法人からの報告や決定事項を職員には職員会議で、ヘルパーにはヘルパー会議で周知徹底を図

っている。また、職員には「業務の手引き」を配布して事業計画の周知徹底を図っている。決定

事項で緊急を要する事項についてはメールなどで全職員に配信することもある。ヘルパーには月

2回のヘルパー会議などで利用者の状況を伝えたり、連絡事項を伝えたりしている。利用者など

への伝達は、職員会議で討議した後に担当のサービス提供責任者より指示書などで伝えている。 

 

4)研修の充実と人材育成 

法人の中長期総合計画や年度事業計画、事業部年度事業計画、当事業所年度事業計画には法人

や事業所内外の研修等に出席し、支援に関するスキル等の専門性の向上や利用者本位のサービス

の提供、人権意識の高揚など、職員の資質向上に取り組むことが掲げられ、実施されている。 

法人として職員一人ひとりの知識、技術水準、専門資格の取得状況等については把握しており、



7 

 

各施設や事業所の人員配置に活かされている。職員は法人の階層別研修、業種別・諸種別の専門

部会研修等に参加し、また、外部研修等についても参加し、復命書の回覧や伝達研修等で職員間

での共有も図っている。 

当事業所内にも研修担当職員がおり、「職場研修計画」には「職場研修の方針」や「現状と課

題」、「年度のテーマ」などが明記され、研修の最後に受講者のアンケートを取り研修の評価をし、

研修の成果について分析し次年度の年間計画策定時に反映している。また、当事業所としての職

員別の研修計画も立てられており、職員自らが希望する研修を探し、「個人目標」「研修目標」「内

容」「実施時期」等を明記し、事業所の運営重点事項の「サービスの質の向上」に取り組んでい

る。職員の自己啓発についての意欲も高く、法人や事業所から提供された情報などを選び、自分

の時間を使い研修等に参加している。 

法人の基本理念や基本的視点を踏まえた「職員基本方針(求められる職員像)」から、期待され

る職員像を読み取ることができ、体系的な教育・研修により育成を図り、より高みを目指し職員

の一体感を培っている。 

 

 

◇改善する必要があると思う点 

 

1) 災害時の安否確認のための仕組みづくり 

当事業所の入る障害者福祉施設は市の施設で、この福祉施設全体が災害時の市の福祉避難所

の指定を受け、水、食料なども備蓄している。また、事業計画や運営規定に災害時に関する記

載があり、火事・地震・水害などについての緊急時連絡マニュアルや連絡網が整備され、職員

で読み合わせをし理解を深めている。また、毎年、事業所がある複合施設全体として、火災や

不審者対応訓練を地域住民とともに実施している。 

大規模災害が発生した際に、高齢者・障害者といった災害時要援護者とされる方々の支援を

的確に行うためには、安否情報を迅速に集約することが不可欠ではないかと思われる。また、

自宅だけではなく、避難拠点や福祉避難所等の避難先においても居宅支援サービス等を受けら

れる体制があれば利用者や家族も日頃から安心して暮らすことができるのではないかと思われ

る。 

災害時要援護者の支援を円滑に進めるためには、一人ひとりの特性に合わせた対応方法を事

前に検討し、記録しておくことも望まれる。災害が発生した時に、災害時要援護者の家族が留

守にしていたり、家族だけで安全を確保することが困難な時は、隣近所の協力を得なければな

らない。隣近所との救護体制を築いておくことは大変重要なことで、災害の規模によっては、

大勢の人の協力や、住民自治協議会・自主防災組織の皆さんの支援が必要となる。住民自治協

議会・自主防災組織の方々の協力を得ながら、だれが、どのような活動をするのかといった任

務分担なども明確にしておく必要があるものと思われる。 

今後、災害発生時の利用者の安否確認や連絡体制、支援方法などの仕組みを整え、万が一に

備えられることを期待したい。 

 

2) 相談や意見への対応マニュアルの整備 

当事業所ではサービス提供時に利用者の相談や意見を聴くようにし、ヘルパーが受けた意見

や相談をサービス提供記録に記入したり、直接サービス提供責任者に伝えるようにしている。

相談内容によって他職種と相談したり、職員会議で検討し、検討結果と対応策を利用者へ口頭

で伝えたり、連絡ノートに記載し伝えたりしている。また、定期的に利用者調査を行い、意見・

要望も把握しており、事業所の運営上は相談・意見等に迅速に対応するための仕組みができて

いる。  

ただし、事業所としてこれらの手順を整理した対応マニュアルが未整備であるほか、法人の

苦情解決に関する規定との区別も定かではないのではないかと思われる。要望・意見等を記録

することで選別し、内容の確認・検討、対応等の流れをマニュアルとして整え、どのような要

望や意見にも組織として迅速かつ適正に対応できる仕組みを構築されることを期待したい。 
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７ 事業評価の結果（詳細）と講評 

共通項目の評価対象Ⅰ福祉サービスの基本方針と組織及び評価対象Ⅱ組織の運営

管理、Ⅲ適切な福祉サービスの実施（別添１）並びに内容評価項目の評価対象Ａ（別

添２） 

 

８ 利用者調査の結果 

アンケート方式の場合（別添３－１） 

  

９ 第三者評価結果に対する福祉サービス事業者のコメント 

 

（令和元年７月４日記載） 

  

ほっとらいふステーション桃の郷は、平成１９年５月から通所事業や入所事業の谷間を埋める

事業として、障害児者の地域生活を支える新たな事業所として開所し１２年が経過しました。 

障害者支援に特化して、地域の様々な利用者ニーズに応えるために事業を進めてきましたが、

職員一人ひとりが強い意欲と向上心をもって取組んできた結果、利用者からのアンケートからも

好評価を得ている点はありがたいです。私たち職員一人一人への励ましにもなりますし、更に利

用者さんに信頼される事業所になれるように努めていきたいと思います。 

総評の中で改善が必要な点とされた一つ目の「災害時の安否確認のための仕組みづくり」につ

きましては、居宅介護事業の立場ではあまり意識していませんでした。あらためて仕組みを整え

ていく必要性を感じています。この点に関しては、個々の支援に関わる関係者の支援チームで情

報共有しながら進めていく必要性があると思います。そこへの働きかけと同時に、居宅の事業所

できる体制づくりに取組んでいいきたいと思います。 

二つ目の「相談や意見への対応マニュアルの整備」については、様々な要望・意見を利用者か

らお聞きする中でその都度の対応で終わっていた経過があります。これを機に、これまでの取組

みを再度整理し評価・検討する中で、日常的に取り組みやすい対応マニュアルを作成し、利用者

からの相談や意見に対応する仕組みづくりに取り組んでいきたいと思います。 

今回初めて第三者評価を受けることで、様々な視点から日々行っている業務の見直しをする機

会にもなりとても有意義だったと思います。自分たちが日々当り前に行っていることの業務の意

味や、良い点も悪い点も気づかされ、更なる利用者へサービスの向上につながる良い機会となり

ました。評価結果を参考にさせて頂き、利用者の生の声に耳を傾けながら今後の事業運営を進め、

更に地域から信頼され安心してご利用いただける事業所になるために努力していきたいと思いま

す。 
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別添１－３

事　業　所　名：   ほっとらいふステーション桃の郷

長野県福祉サービス第三者評価基準の考え方と評価のポイント、評価の着眼点【障がい者・児福祉サービス版】共通項目に係る判断基準による

評価
対象

評価
分類

評価

(1) ① ■ 1 理念、基本方針が文書（事業計画等の法人（福祉施設・事業
所）内の文書や広報誌、パンフレット、ホームページ等）に
記載されている。

■ 2 理念は、法人（福祉施設・事業所）が実施する保育の内容や
特性を踏まえた法人（福祉施設・事業所）の使命や目指す方
向、考え方を読み取ることができる。

■ 3 基本方針は、法人の理念との整合性が確保されているととも
に、職員の行動規範となるよう具体的な内容となっている。

■ 4 理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等
をもって、職員への周知が図られている。

□ 5 理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するな
どの工夫がなされ、利用者や家族への周知が図られている。

■ 6 理念や基本方針の周知状況を確認し、継続的な取組を行って
いる。

　　　　第三者評価の判断基準

理念、基本方
針が明文化さ
れ周知が図ら
れている。

ｂ

Ⅰ
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
基
本
方
針
と
組
織

１
理
念
・
基
本
方
針

理念、基本方
針が確立・周
知されてい
る。

（別添１）

事業評価の結果（共通評価項目）

〇判断基準の「a、ｂ、ｃ」は、評価項目に対する到達状況を示しています。
「ａ」評価・・・よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
「ｂ」評価・・・ａに至らない状況＝多くの施設・事業所の状態、ａに向けた取組みの余地がある状態
「ｃ」評価・・・ｂ以上の取組みとなることを期待する状態

福祉サービス種別： 障がい者・（児）

評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

・当事業所は法人の31事業所の内の唯一の障
がい者を対象とした居宅支援事業所で、長野
市南部地域を中心に訪問をし、利用者の支援
に当っている。法人としての基本理念と基本
的視点があり、法人のパンフレットや事業計
画、ホームページなどに掲載されている。当
事業所は基本的に在宅の障がいを持つ10代後
半から80代までの利用者を訪問し支援してお
り、法人の基本理念・基本的視点に沿い事業
所としての事業の目的・運営方針を明らかに
している。その目的・方針には当事業所の存
在意義、使命や役割等も明確にし、利用者の
立場に立ったサービス提供に努めている。基
本理念や基本的視点は期初の職員会議等で周
知されており、「職員の行動規範」と相まっ
て具体的な実践へと繋げられている。全利用
者となると困難なケースも考えられるが、今
後、利用者に向けて、理念や行動指針の中の
生活に繋がる項目をわかりやすく説明するた
めの絵カード・写真の多用化・図示化などの
工夫を期待したい。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅰ (1) 経営環境の変
化等に適切に
対応してい
る。

① ■ 7 社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分
析している。

■ 8 地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析してい
る。

■ 9 利用者数・利用者像等、福祉サービスのニーズ、潜在的利用
者に関するデータを収集するなど、法人（福祉施設・事業
所）が位置する地域での特徴・変化等の経営環境や課題を把
握し分析している。

■ 10 定期的に福祉サービスのコスト分析や福祉サービス利
用者の推移、利用率等の分析を行っている。

② ■ 11 経営環境や実施する福祉サービスの内容、組織体制や設備の
整備、職員体制、人材育成、財務状況等の現状分析にもとづ
き、具体的な課題や問題点を明らかにしている。

■ 12 経営状況や改善すべき課題について、役員（理事・監事等）
間での共有がなされている。

■ 13 経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。

■ 14 経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められてい
る。

(1) ① ■ 15 中・長期計画において、理念や基本方針の実現に向け
た目標（ビジョン）を明確にしている。

■ 16 中・長期計画は、経営課題や問題点の解決・改善に向
けた具体的な内容になっている。

■ 17 中・長期計画は、数値目標や具体的な成果等を設定す
ることなどにより、実施状況の評価を行える内容と
なっている。

■ 18 中・長期計画は必要に応じて見直しを行っている。

経営課題を明
確にし、具体
的な取り組み
を進めてい
る。

ａ

ａ

中・長期的な
ビジョンを明
確にした計画
が策定されて
いる。

・全国及び長野県の知的障がい福祉協会、社
会福祉法人経営者協会、関係団体等の研修に
参加し、施策、改革の方向性などを把握して
いる。また、法人内に「経営企画会議」を設
置し、地域の利用者の推移等も含めた環境の
変化も加味し、事業の将来性・継続性を見通
しながら経営環境や課題を把握し分析してい
る。「経営企画会議」では毎年度末には各事
業所から上がって来る事業報告を基に次年度
へ向けて法人全体の事業報告書を作成し、利
用状況、利用率等の分析も行っている。法人
内の施設・事業所間も含め、長野市を中心と
した相談支援事業者、障害福祉サービス事業
者、保健・医療関係者等と連携しつつ、情報
収集も行っている。

ａ

３
事
業
計
画
の
策
定

中・長期的な
ビジョンと計
画が明確にさ
れている。

２
経
営
状
況
の
把
握

・法人として、また、法人内組織の障害者支
援南部事業部及び当事業所としての事業報告
書や収支報告書を作成し分析しており、組織
体制や職員体制、財務状況等、運営上の課題
を明確にし、次年度の事業計画や収支予算と
して具体的に課題解決に取り組んでいる。期
初や毎月の職員会議でも課題や計画の進捗状
況が明らかにされており、職員個々の目標管
理等にもリンクするようになっている。今年
度で法人の平成22年度からの10年間の、中長
期総合計画が終了することから、現在、新し
い中長期総合計画の策定に入っており、当事
業所でも所長から職員へのヒアリングが随時
実施され、若い職員の意見・提案等も活かさ
れるようになっている。

事業経営をと
りまく環境と
経営状況が的
確に把握・分
析されてい
る。

・平成22年度から平成31年度までの法人とし
ての中長期総合計画が策定されており、5ヶ
年を単位に経営計画の評価・見直しを行い、
次期計画へと繋げている。法人が運営する児
童支援事業や障害者支援事業、高齢者支援事
業などの変化するニーズや福祉施策の動向を
踏まえ、法人や事業部、事業所の進むべき方
向性が「中期経営収支見込」等の数値目標と
ともに明らかにされている。事業所としても
「運営の安定化」「大人支援の充実」「サー
ビスの質の向上と職場環境の整備」などを重
点事項として掲げ、その達成のために法人の
長野市南部の他の事業所とともに法人の中長
期総合計画の具現化に努めている。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅰ 3 (1) ② ■ 19 単年度の計画には、中・長期計画の内容を反映した単
年度における事業内容が具体的に示されている。

■ 20 単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内容となっ
ている。

■ 21 単年度の事業計画は、単なる「行事計画」になってい
ない。

■ 22 単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成果等を設
定することなどにより、実施状況の評価を行える内容
となっている。

(2) 事業計画が適
切に策定され
ている。

① ■ 23 事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもと
で策定されている。

■ 24 計画期間中において、事業計画の実施状況が、あらか
じめ定められた時期、手順にもとづいて把握されてい
る。

■ 25 事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもと
づいて評価されている。

■ 26 評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行ってい
る。

■ 27 事業計画が、職員に周知（会議や研修会における説明
等が）されており、理解を促すための取組を行ってい
る。

② ■ 28 事業計画の主な内容が、利用者や家族等に周知（配布、掲
示、説明等）されている。

□ 29 事業計画の主な内容を利用者会や家族会等で説明している。

□ 30 事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成する
などの方法によって、利用者等がより理解しやすいような工
夫を行っている。

■ 31 事業計画については、利用者等の参加を促す観点から周知、
説明の工夫を行っている。

ａ

ａ

事業計画の策
定と実施状況
の把握や評価
・見直しが組
織的に行わ
れ、職員が理
解している。

中・長期計
画を踏まえ
た単年度の
計画が策定
されてい
る。

事業計画は、
利用者等に周
知され、理解
を促してい
る。

・法人の中長期総合計画を反映した単年度の
法人事業計画が立案され、更に、法人内の障
害者支援南部事業部年度事業計画、当事業所
の年度事業計画へと連鎖している。事業所の
年度事業計画には「事業計画」「運営方針」
「運営重点事項」「事業内容」などが網羅さ
れており、運営の安定や支援の充実、サービ
スの質の向上などが重点事項として挙げられ
ている。別に数値的な指標として収支予算も
組まれている。

・年度の法人・事業部・事業所の事業計画が
中長期総合計画に沿い策定されており、定例
の職員会議や所長のヒアリングでの意見・提
案が集約・検討され計画に反映されている。
今年度で10年間の法人としての中長期総合計
画が終了することから、現在、新しい中長期
総合計画の策定に入っており、職員の意見・
提案等も活かされるようになっている。ま
た、事業所では職員会議が毎月1回開かれて
おり、そのほかに、職員は横の組織としての
委員会にも参画しており、事業計画の策定か
ら見直しまでのPDCAの流れの中で、意見を述
べることが可能となっている。利用者アン
ケートについても2年に1回実施しておりサー
ビスの振り返りとともに課題の把握に活かし
ている。更に、職員に向けて毎年度、事業計
画等の内容が網羅された「業務の手引き」が
配布されており、「職員の行動規範」や各種
マニュアル等も綴じこまれていることから、
期初の職員会議で説明がされ、その後も随時
目を通し実践に努めている。

・利用者へのサービス提供に関わる事項とし
て当事業所事業計画の「運営重点事項」に
「大人支援の充実」と掲げており、一人ひと
りの利用者の「居宅介護等サービス計画」の
中にその主旨を組み込んで利用者や保護者に
も説明している。当事業所の入る障害者福祉
施設に隣接する就労移行支援・就労継続支援
Ｂ型・生活介護事業などを運営する多機能型
事業所とも共同し地域の人々に向けて祭り
(ハーモニー夢まつり）を開催しており、移
動支援・通院介助等対象の利用者も含めて計
画に沿い利用者の参加を促し、余暇支援の充
実を図っている。今後は利用者や保護者に事
業計画の利用者に関わる主な内容を簡潔にま
とめ図示化する等、工夫を重ね説明されるこ
とを期待したい。

ｂ
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅰ (1) ① ■ 32 組織的にＰＤＣＡサイクルにもとづく福祉サービスの質の向
上に関する取組を実施している。

■ 33 福祉サービスの内容について組織的に評価（Ｃ：Check）を行
う体制が整備されている。

□ 34 定められた評価基準にもとづいて、年に１回以上自己評価を
行うとともに、第三者評価等を定期的に受審している。

■ 35 評価結果を分析・検討する場が、組織として位置づけられ実
行されている。

② ■ 36 評価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化され
ている。

■ 37 職員間で課題の共有化が図られている。

■ 38 評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもと
で改善策や改善計画を策定する仕組みがある。

■ 39 評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行っている。

■ 40 改善策や改善の実施状況の評価を実施するとともに、必要に
応じて改善計画の見直しを行っている。

(1) 管理者の責任
が明確にされ
ている。

① ■ 41 管理者は、自らの福祉施設・事業所の経営・管理に関する方
針と取組を明確にしている。

■ 42 管理者は、自らの役割と責任について、組織内の広報誌等に
掲載し表明している。

■ 43 管理者は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文
書化するとともに、会議や研修において表明し周知が図られ
ている。

■ 44 平常時のみならず、有事（災害、事故等）における管理者の
役割と責任について、不在時の権限委任等を含め明確化され
ている。

ａ

ａ

評価結果にも
とづき組織と
して取組むべ
き課題を明確
にし、計画的
な改善策を実
施している。

Ⅱ
組
織
の
運
営
管
理

管理者は、自
らの役割と責
任を職員に対
して表明し理
解を図ってい
る。

１
管
理
者
の
責
任
と
リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ

質の向上に向
けた取組が組
織的・計画的
に行われてい
る。

福祉サービス
の質の向上に
向けた取組が
組織的に行わ
れ、機能して
いる。

４
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上
へ
の
組
織
的
・
計
画
的
な
取
組

・職員は福祉サービスの向上には日々取り組
んでおり、目標管理シートのセルフチェック
を定期的に実施しており、自らの支援方法や
技術を振り返り、サービスの向上に努めてい
る。また、法人の委員会活動として権利擁護
委員会、リスクマネジメント委員会などがあ
り、事業所における権利擁護の実践状況、緊
急時対応等、全体のサービスの質のアップに
取り組んでいる。更に、法人として外部委員
による「運営協議会」を開催し、意見・助言
等を運営に活かしてる。利用者・保護者への
事業所としてのアンケート調査も2年に1回実
施されており、集計・分析しサービスの充実
に役立てている。法人としての「苦情解決に
関する規定」に沿い、事業所としの第三者委
員も選任されており、苦情や相談内容に基づ
き継続的に改善への活動が行われている。今
年度は外部評価機関による第三者評価を受
け、更に深く分析し、評価結果が公開される
予定である。

・法人本部の組織として「経営企画会議」が
あり、経営のかじ取り役として福祉の動向、
ニーズの把握・分析などを基に、法人の各事
業の中長期的な経営計画の立案を行ってい
る。会議では法人の各事業部や各施設・事業
所からの事業報告や収支報告、各種委員会の
報告などを評価・分析し、設備の改善や人員
配置、予算的な課題等の解決に取り組んでい
る。事業所の利用者へのサービスに関わる直
接的な評価については、職員自ら作成する目
標管理シートのセルフチェックやサービス内
容を評価する「個別支援計画評価表」などを
組織的に実施する体制があり、分析した結果
やそれに基づく課題について文書化し、職員
会議等で課題の共有化が図られている。

・法人として、また、当事業所としての職務
分掌等が文書化されており職員にも周知され
ている。管理者は当事業所の所長と法人内の
障害者支援南部事業部部長を兼任しており、
事業所内通信の「所長のつぶやき」欄での職
員に対するメッセージで現状の取り組みや今
後に向けての方向性を示し、職員に対して自
らの役割と責任を明らかにしている。職員に
毎年度配布される「業務の手引き」には「事
故発生と事後の対応」「緊急時連絡マニュア
ル」などの有事の際のマニュアルが綴られて
おり、所長としての役割、代行者等がフロー
となって示されている。

ｂ



共通評価項目・評価結果 5/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 1 (1) ② ■ 45 管理者は、遵守すべき法令等を十分に理解しており、利害関
係者（取引事業者、行政関係者等）との適正な関係を保持し
ている。

■ 46 管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に
参加している。

■ 47 管理者は、環境への配慮等も含む幅広い分野について遵守す
べき法令等を把握し、取組を行っている。

■ 48 管理者は、職員に対して遵守すべき法令等を周知し、また遵
守するための具体的な取組を行っている。

(2) 管理者のリー
ダーシップが
発揮されてい
る。

① ■ 49 管理者は、実施する福祉サービスの質の現状について定期
的、継続的に評価・分析を行っている。

■ 50 管理者は、福祉サービスの質に関する課題を把握し、改善の
ための具体的な取組を明示して指導力を発揮している。

■ 51 管理者は、福祉サービスの質の向上について組織内に具体的
な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画している。

■ 52 管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の意見を
反映するための具体的な取組を行っている。

■ 53 管理者は、福祉サービスの質の向上について、職員の教育・
研修の充実を図っている。

② ■ 54 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人
事、労務、財務等を踏まえ分析を行っている。

■ 55 管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配
置、職員の働きやすい環境整備等、具体的に取り組んでい
る。

■ 56 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、組織
内に同様の意識を形成するための取組を行っている。

■ 57 管理者は、経営の改善や業務の実効性を高めるために組織内
に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に参画し
ている。

ａ

遵守すべき法
令等を正しく
理解するため
の取組を行っ
ている。

・法人としての「法令遵守規程」があり、所
長は事業所の「法令遵守管理者」として、自
らが責任を担う当事業所において職員と連携
をとりながら法令遵守を徹底し、業務を遂行
している。事業所の運営規定にも管理者とし
て「虐待防止や人権擁護」について遵守させ
るための必要な指揮命令を行うことが規定づ
けられており、自らも率先垂範し倫理や法令
等の遵守に取り組み、福祉分野以外の関連法
令についても理解を深めている。また、職員
会議やヘルパーミーティングで遵守すべき法
令等の周知を図っている。

・管理者は当事業所の所長と法人内の障害者
支援南部事業部部長を兼任しており、複数の
施設・事業所を束ねている。事業部内の施設
や事業所の福祉サービスの質に関する課題を
十分把握しており、その改善に向けて指導力
を発揮しつつ職員とともに取り組んでいる。
法人として安全衛生委員会があり、また、事
業所では事故・ケガ等については「ヒヤリ
ハット事故報告書」を基に職員間で検討し、
虐待や差別等の事案についても同じく法人の
権利擁護委員会が機能するなど、委員会活動
が充実しており、対策等も職員会議で周知し
ている。研修についても法人内に研修推進委
員会があり、内部でも毎月計画的に研修に取
り組んでおり、法人内外の研修に職員を派遣
している。更に、利用者アンケートも2年に1
回実施し、利用者や保護者からの意見、要望
等を収集・分析し、その結果をサービスの向
上に活かしている。

・人事、労務、財務については基本的に法人
本部で行っているが、管理者は事業部長とし
て法人本部の「経営企画会議」に参画してお
り、事業所の職員会議、委員会などを通じて
理念・運営方針の浸透や職員の意思統一も図
り、人事、労務、財務等、運営面での効率的
な業務を目指し具体的に取り組んでいる。財
務面では法人の本部に負う部分が大きく、非
営利的な福祉サービスという性格上事業所の
収入がある程度固定化していることから支出
面に留意しつつ、すべての業務についてもコ
ストがかかっていることを意識し、特に、職
員配置においてヘルパー職員のパート採用で
充足するなど、効率的な人員体制を組んでい
る。

ａ

ａ

福祉サービス
の質の向上に
意欲をもち、
その取組に指
導力を発揮し
ている。

経営の改善や
業務の実行性
を高める取組
に指導力を発
揮している。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ (1) ① ■ 58 必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉
人材の確保と育成に関する方針が確立している。

■ 59 福祉サービスの提供に関わる専門職（有資格の職員）の配置
等、必要な福祉人材や人員体制について具体的な計画があ
る。

□ 60 計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。

■ 61 法人（福祉施設・事業所）として、効果的な福祉人材確保
（採用活動等）を実施している。

② 総合的な人事
管理が行われ
ている。

■ 62 法人（福祉施設・事業所）の理念・基本方針にもとづき「期
待する職員像等」を明確にしている。

■ 63 人事基準（採用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準）
が明確に定められ、職員等に周知されている。

■ 64 一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や職務遂行能力、
職務に関する成果や貢献度等を評価している。

□ 65 職員処遇の水準について、処遇改善の必要性等を評価・分析
するための取組を行っている。

■ 66 把握した職員の意向・意見や評価・分析等にもとづき、改善
策を検討・実施している。

□ 67 職員が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕
組みづくりができている。

ｂ

ｂ

福祉人材の確
保・育成計

画、人事管理
の体制が整備
されている。

必要な福祉人
材の確保・定
着等に関する
具体的な計画
が確立し、取
組が実施され
ている。

２
福
祉
人
材
の
確
保
・
育
成

・法人の中長期総合計画や年度の事業計画に
は「良質で安心できるサービス提供を目指
し、人材育成により専門性を確保する」とし
ており、当事業所の人材の確保についても法
人本部と協議しながら取り組んでおり、必要
な福祉人材や人員体制について計画的に取り
組んでいる。また、法人、事業部、事業所と
しての独自の研修が年間で組まれており、別
に法人の職階別研修もあり目標管理制度とも
連動し、職員のモチベーションのアップに寄
与している。当事業所としての専門性を更に
高めるために、職員は行動援護従事者の資格
取得にも取り組んでいる。職員の異動調書に
ついても毎年度9月に実施され、法人全体の
効率的な人員配置に活かされている。市の指
定管理者制度により管理する施設・事業所が
増えつつあることから、今後、更に、若い、
優秀な人材の確保に取り組まれていくことを
期待したい。

・法人の基本理念や基本的視点を踏まえ、
「職員基本方針(求められる職員像)」を明確
にしており、人材の育成、配置、処遇等を進
めており、働きやすい職場づくりにも取り組
んでいる。法人として目標管理制度やキャリ
アパス制度が導入されており、また、法人の
中長期総合計画にも「人事について」として
「採用」「異動」「職階制」「給与制度」
「福利厚生ほか」について明記し、それらに
基づき実施している。目標管理制度に伴い上
位者と面談する機会もあり職員の意向・意見
なども集約できるようになっている。また、
9月に「異動調書」を提出することにより希
望する業種(サービス)ついての希望も聴取さ
れるようになっている。 今後、目標管理制
度と処遇との連動や職員自ら将来を描くこと
ができるようなキヤリアパスの「求められる
能力・機能」について更に具体的に明示され
ることを期待したい。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 2 (2) 職員の就業状
況に配慮がな
されている。

① ■ 68 職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する
責任体制を明確にしている。

■ 69 職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に
確認するなど、職員の就業状況を把握している。

■ 70 職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周
知している。

■ 71 定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の悩み相談
窓口を組織内に設置するなど、職員が相談しやすいような組
織内の工夫をしている。

■ 72 職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施して
いる。

■ 73 ワーク・ライフ・バランスに配慮した取組を行っている。

■ 74 改善策については、福祉人材や人員体制に関する具体的な計
画に反映し実行している。

■ 75 福祉人材の確保、定着の観点から、組織の魅力を高める取組
や働きやすい職場づくりに関する取組を行っている。

(3) ① ■ 76 組織として「期待する職員像」を明確にし、職員一人ひとり
の目標管理のための仕組みが構築されている。

■ 77 個別面接を行う等組織の目標や方針を徹底し、コミュニケー
ションのもとで職員一人ひとりの目標が設定されている。

■ 78 職員一人ひとりの目標の設定は、目標項目、目標水準、目標
期限が明確にされた適切なものとなっている。

■ 79 職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うな
ど、適切に進捗状況の確認が行われている。

■ 80 職員一人ひとりが設定した目標について、年度当初・年度末
（期末）面接を行うなど、目標達成度の確認を行っている。

ａ

職員の就業状
況や意向を把
握し、働きや
すい職場づく
りに取組んで
いる。

職員の質の向
上に向けた体
制が確立され
ている。

職員一人ひと
りの育成に向
けた取組を
行っている。

・法人の「職員基本方針(求められる職員
像)」が明確にされている。また、目標管理
制度が導入されており、「職階別業務表」に
よりそれぞれの職階に応じ「基本的業務」
「求められる資質」「果たすべき役割」等が
定められいることから、職員一人ひとりの職
務や経験、スキルに応じて具体的な目標を設
定しており、目標設定時や中間での面接も行
われ進捗状況の振り返りも行われ、所長等か
ら適切な助言や指導を受けている。

・法人として「就業規則」や「育児休暇、介
護休業等に関する規定」があり、有給休暇や
育児休暇の取得の促進、職員異動調書の提
出、目標管理制度による個別面談の実施など
を通じて職員が仕事に対して意欲的に取り組
めるような環境を整えている。また、職員安
全衛生委員会を中心に、法人として「メンタ
ルヘルスケアセルフマネジメント研修」を開
催し、ストレスチェックや定期的な健康診断
なども行い心身の健康維持にも取り組んでい
る。法人として共済制度や福利厚生センター
に加入しており、慶弔金などを受けることが
でき、更に、職員のリフレッシュのために指
定保養所やテーマパークなどが割引利用でき
るようになっている。働きやすい職場づくり
に向けて職員の就業状況や意向・意見につい
て把握もされている。訪問の現場で働くヘル
パー職員にはベテランが多く、利用者や保護
者との関係性にも配慮しながら「スタッフ日
毎スケジュール表」として半月ごとにシフト
表がサービス提供責任者により組まれ、気兼
ねなく休暇が取得できるようになっている。

ａ
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 2 (3) ② ■ 81 組織が目指す福祉サービスを実施するために、基本方針や計
画の中に、「期待する職員像」を明示している。

■ 82 現在実施している福祉サービスの内容や目標を踏まえて、基
本方針や計画の中に、組織が職員に必要とされる専門技術や
専門資格を明示している。

■ 83 策定された教育・研修計画にもとづき、教育・研修が実施さ
れている。

■ 84 定期的に計画の評価と見直しを行っている。

■ 85 定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行ってい
る。

③ ■ 86 個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握
している。

■ 87 新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的なＯ
ＪＴが適切に行われている。

■ 88 階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、
職員の職務や必要とする知識・技術水準に応じた教育・研修
を実施している。

■ 89 外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧
奨している。

■ 90 職員一人ひとりが、教育・研修の場に参加できるよう配慮し
ている。

・法人の基本理念や基本的視点を踏まえた
「職員基本方針(求められる職員像)」が明確
にされており、期待される職員像を読み取る
ことができる。法人の中長期総合計画や年度
事業計画、事業部年度事業計画、当事業所年
度事業計画には法人や事業所内外の研修等に
出席し、支援に関するスキル等の専門性の向
上や利用者本位のサービスの提供、人権意識
の高揚など、職員の資質向上に取り組むこと
が掲げられ、実施されている。当事業所内に
も研修担当職員がおり、「職場研修計画」に
は「職場研修の方針」や「現状と課題」、
「年度のテーマ」などが明記され、研修の最
後に受講者のアンケートを取り研修の評価を
し、研修の成果についても分析し次年度の年
間計画策定時に反映している。法人としての
職階別研修や専門部会研修も実施されてお
り、体系的な教育・研修が実施されている。

・法人として職員一人ひとりの知識、技術水
準、専門資格の取得状況等については把握し
ており、各施設や事業所の人員配置に活かさ
れている。職員は法人の階層別研修、業種
別・諸種別の専門部会研修等に参加し、ま
た、外部研修等についても参加し、復命書の
回覧や伝達研修等で職員間でその内容を共有
している。当事業所としての職員別の研修計
画も立てられており、職員自らが希望する研
修を探し、「個人目標」「研修目標」「内
容」「実施時期」等を明記し、事業所の運営
重点事項の「サービスの質の向上」に取り組
んでいる。職員の自己啓発についての意欲も
高く、法人や事業所から提供された情報など
を選び、自分の時間を使い研修等に参加して
いる。

職員の教育・
研修に関する
基本方針や計
画が策定さ
れ、教育・研
修が実施され
ている。

職員一人ひと
りの教育・研
修の機会が確
保されてい
る。

ａ

ａ



共通評価項目・評価結果 9/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 2 (4) ① □ 91 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成に関す
る基本姿勢を明文化している。

□ 92 実習生等の福祉サービスの専門職の研修・育成についてのマ
ニュアルが整備されている。

■ 93 専門職種の特性に配慮したプログラムを用意している。

■ 94 指導者に対する研修を実施している。

■ 95 実習生については、学校側と、実習内容について連携してプ
ログラムを整備するとともに、実習期間中においても継続的
な連携を維持していくための工夫を行っている。

Ⅱ (1) ① ■ 96 ホームページ等の活用により、法人、福祉施設・事業所の理
念や基本方針、提供する福祉サービスの内容、事業計画、事
業報告、予算、決算情報が適切に公開されている。

■ 97 福祉施設・事業所における地域の福祉向上のための取組の実
施状況、第三者評価の受審、苦情・相談の体制や内容につい
て公表している。

■ 98 第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく
改善・対応の状況について公表している。

■ 99 法人（福祉施設・事業所）の理念、基本方針やビジョン等に
ついて、社会・地域に対して明示・説明し、法人（福祉施
設・事業所）の存在意義や役割を明確にするように努めてい
る。

□ 100 地域へ向けて、理念や基本方針、事業所で行っている活動等
を説明した印刷物や広報誌等を配布している。

３
運
営
の
透
明
性
の
確
保

実習生等の福
祉サービスに
関わる専門職
の研修・育成
が適切に行わ
れている。

実習生等の福
祉サービスに
関わる専門職
の研修・育成
について体制
を整備し、積
極的な取組を
している。

運営の透明性
を確保するた
めの取組が行
われている。

運営の透明性
を確保するた
めの情報公開
が行われてい
る。

・法人としてのホームページがあり全施設・
事業所の事業報告等を閲覧でき、当事業所の
ページもあり概要・事業報告を知ることがで
きる。また、財務諸表等電子開示システム
(WAM NET)のウェブサイトに法人に関する現
況報告書等（現況報告書、計算書類）の情報
を公表しており閲覧することができる。法人
として昨年度までに受審した第三者評価の結
果も公表されており 長野県ホームページか
らWAM NETへリンクすることができる。当事
業所の第三者評価結果についても公表される
予定である。法人のホームページにそのほ
か、苦情解決結果や 法人としての個人情報
保護規定などの主要な規定も公開されてお
り、透明性が確保されている。ホームページ
にはブログのコーナーもあり情報提供もされ
ているが、一般的にはまだまだ紙ベースでの
情報提供が多いことから中長期総合計画や年
度の事業計画の主旨などについて広報誌など
で告知されることを期待したい。

ｂ

ｂ

・実習の受け入れについては法人の業種別の
保育園では実施されているが、障害者の居宅
支援という特性上、プライバシーに関わる点
などから利用者や家族の了承を得ることが難
しく、実際の受入れも難しくなっている。実
習指導者としての指導者研修を受けた職員が
おり、実習先の学校などと連携し効果的な実
習が行えるようなプログラム作成にも努めて
いる。今後、地域住民の暮らしの充実を図る
ための地域貢献活動の一つとしてとらえ、ま
た、施設サービスだけでなく障害者の居宅支
援という重要な役割を知らしめるためにも利
用者や家族の協力を得ることで、社会福祉に
関する資格取得を目指す県内外の大学生、短
大生、専門学校生などの実習の受け入れにつ
いて前向きに取り組まれることを期待した
い。そうした中で、福祉人材の確保につなげ
られたら、なお良いのではないだろうか。



共通評価項目・評価結果 10/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 3 (1) ② ■ 101 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関するルー
ルが明確にされ、職員等に周知している。

■ 102 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等に関する職務
分掌と権限・責任が明確にされ、職員等に周知している。

■ 103 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について、必
要に応じて外部の専門家に相談し、助言を得ている。

■ 104 福祉施設・事業所における事務、経理、取引等について内部
監査を実施するなど、定期的に確認されている。

■ 105 外部監査の活用等により、事業、財務に関する外部の専門家
によるチェックを行っている。

■ 106 外部監査の結果や公認会計士等による指導や指摘事項にもと
づいて、経営改善を実施している。

(1) 地域との関係
が適切に確保
されている。

① ■ 107 地域との関わり方について基本的な考え方を文書化してい
る。

■ 108 活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等
で利用者に提供している。

■ 109 利用者の個別的状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加す
る際、必要があれば職員やボランティアが支援を行う体制が
整っている。

□ 110 福祉施設・事業所や利用者への理解を得るために、地域の
人々と利用者との交流の機会を定期的に設けている。

■ 111 利用者の買い物や通院等日常的な活動についても、定型的で
なく個々の利用者のニーズに応じて、地域における社会資源
を利用するよう推奨している。

ａ

４
地
域
と
の
交
流
、

地
域
貢
献

利用者と地域
との交流を広
げるための取
組を行ってい
る。

公正かつ透明
性の高い適正
な経営・運営
のための取組
が行われてい
る。

・法人としての事務処理、文書、経理規程等
の各種規定があり、必要に応じて外部の専門
家に相談し、助言を受けることが出来る。ま
た、法人運営の透明性を図るために全施設・
事業所が外部監査を受けており、決算に際
し、外部の会計士による監査が行われてお
り、法人本部や場合により事業所を訪れ
チェックもしている。更に、法人内の監事会
により期中に施設や事業所の事務調査に入
り、預かり金等のチェックをしている。法人
として理事会・評議委員会とは別に運営協議
会があり、利用者や地域の人々に運営状況を
説明し、意見・要望等を聞く機会も年1回設
けている。

・訪問支援につき非該当

・法人の中長期総合計画や事業部の事業計画
に「地域で潤いのあるあたりまえの生活がで
きる自立支援」を掲げ、事業所として可能な
範囲で地域の他施設・事業所と連携を図り、
利用者がより身近なところで質の高い、安
心、適切なサービスを受けられるように支援
している。当事業所では同行援護や移動支援
のサービスを提供しており、利用者が地域の
人々と触れ合う機会には利用者の意思を尊重
し代行・代弁をし利用者の生活に張り合いを
もっていただけるように努めている。事業所
では隣接する就労移行支援・就労継続支援Ｂ
型・生活介護事業などを運営する多機能型事
業所と共同し地域の人々に向けて祭り（ハー
モニー夢まつり）を開催しており、可能な利
用者には参加を促し、余暇支援の充実を図っ
ている。

ａ



共通評価項目・評価結果 11/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 4 (1) ② ａ） □ 112 ボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。

ｂ） □ 113 地域の学校教育等への協力について基本姿勢を明文化してい
る。

ｃ） □ 114 ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配
置、事前説明等に関する項目が記載されたマニュアルを整備
している

□ 115 ボランティアに対して利用者との交流を図る視点等で必要な
研修、支援を行っている。

□ 116 学校教育への協力を行っている。

(2) 関係機関との
連携が確保さ
れている。

① ■ 117 当該地域の関係機関・団体について、個々の利用者の状況に
対応できる社会資源を明示したリストや資料を作成してい
る。

■ 118 職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られて
いる。

■ 119 関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。

■ 120 地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて
協働して具体的な取組を行っている。

■ 121 地域に適当な関係機関・団体がない場合には、利用者のアフ
ターケア等を含め、地域でのネットワーク化に取り組んでい
る。

ボランティア
等の受入れに
対する基本姿
勢を明確にし
体制を確立し
ている。

福祉施設・事
業所として必
要な社会資源
を明確にし、
関係機関等と
の連携が適切
に行われてい
る。

・訪問支援につき対象外

・法人の障害者支援事業部として「ライフス
テージに応じ一生サポートできる生涯支援」
体制の確立を目指しており、長野市を中心と
した法人内外の相談支援事業者、障害福祉
サービス事業者、保健・医療関係者、養護学
校などと連携しており、障がい者福祉全般に
ついての課題解決に向け協働している。一人
ひとりの利用者のフェイスシートには利用に
到るまでに関係した機関や団体等の記載があ
りすぐに情報として引き出せるようになって
いる。また、ケアプランナーが主催するサー
ビス担当者会議に出席し、訪問看護ステー
ションの職員等と協働し利用者の支援に当っ
ている。更に、当事業所では在宅の利用者の
福祉の向上を図ることを目的として心理療法
士、理学療法士などに協力を得ることもでき
るようになっている。

ａ



共通評価項目・評価結果 12/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅱ 4 (3) ① □ 122 福祉施設・事業所のスペースを活用して地域住民との交流を
意図した取組を行っている。

□ 123 福祉施設・事業所の専門性や特性を活かし、地域住民の生活
に役立つ講演会や研修会等を開催して、地域へ参加を呼びか
けている。

■ 124 福祉施設・事業所の専門性や特性を活かした相談支援事業、
支援を必要とする地域住民のためのサークル活動等、地域
ニーズに応じ住民が自由に参加できる多様な支援活動を行っ
ている。

■ 125 災害時の地域における役割等について確認がなされている。

■ 126 多様な機関等と連携して、社会福祉分野に限らず地域の活性
化やまちづくりに貢献している。

② ■ 127 福祉施設・事業所の機能を地域に還元することなどを通じ
て、地域の福祉ニーズの把握に努めている。

□ 128 民生委員・児童委員等と定期的な会議を開催するなどによっ
て、具体的な福祉ニーズの把握に努めている。

□ 129 地域住民に対する相談事業を実施するなどを通じて、多様な
相談に応じる機能を有している。

■ 130 関係機関・団体との連携にもとづき、具体的な福祉ニーズの
把握に努めている。

■ 131 把握した福祉ニーズにもとづいて、法で定められた社会福祉
事業にとどまらない地域貢献に関わる事業・活動を実施して
いる。

■ 132 把握した福祉ニーズにもとづいた具体的な事業・活動を、計
画等で明示している。

ａ

地域の福祉向
上のための取
組を行ってい
る。

福祉施設・事
業所が有する
機能を地域に
還元してい
る。

地域の福祉
ニーズにもと
づく公益的な
事業・活動が
行われてい
る。

・法人の中長期総合計画や当事業所も含まれ
る障害者南部事業部事業計画には「地域で潤
いのあるあたりまえの生活ができる自立支
援」と「ライフステージに応じ一生サポート
できる生涯支援」が上げられており、利用者
のニーズに合わせた個別の支援計画の作成と
サービスが提供されている。当事業所として
地区の住民自治協議会の福祉部会に参画し、
また、日常的には個別の繋がりはないが、居
宅支援事業所への理解を深めるための民生児
童委員の見学もあり、会議への随時の参加依
頼があれば出席し相談に応じている。また、
苦情解決の第三者委員に地域住民の立場から
の福祉ニーズについての意見をいただくこと
がある。

・訪問支援につき非該当

・当事業所は「重症心身障害者支援」「生活
介護」「就労移行支援」「就労継続支援B
型」などの事業所が入る障害者福祉施設に入
居しており、当事業所の所長が同じ建物に入
る相談支援事業所・障害児等療育支援事業所
の所長を兼務しており、在宅の障害者や家族
への相談に応じている。災害時にはこの福祉
施設全体が市の福祉避難所の指定を受け、
水、食料なども備蓄している。同じ建物の3
階には交流ホールがあり、障害者や家族、ボ
ランティア団体だけでなく地域の人々にも開
放されており、公民館的な感覚で広く利用さ
れている。今後は地域の人々への障害者や福
祉に対しての理解を促すための講演会等の開
催にも取り組まれることを期待したい。

・訪問支援につき非該当

ｂ



共通評価項目・評価結果 13/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

(1) ① ■ 133 理念や基本方針に、利用者を尊重した福祉サービスの実施に
ついて明示し、職員が理解し実践するための取組を行ってい
る。

■ 134 利用者を尊重した福祉サービスの提供に関する「倫理綱領」
や規程等を策定し、職員が理解し実践するための取組を行っ
ている。

■ 135 利用者を尊重した福祉サービス提供に関する基本姿勢が、
個々の福祉サービスの標準的な実施方法等に反映されてい
る。

■ 136 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強
会・研修を実施している。

■ 137 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、定期的に状況
の把握・評価等を行い、必要な対応を図っている。

② ■ 138 利用者のプライバシー保護について、規程・マニュアル等が
整備され、職員の理解が図られている。

■ 139 利用者の虐待防止等の権利擁護について、規程・マニュアル
等が整備され、職員の理解が図られている。

■ 140 利用者のプライバシー保護と虐待防止に関する知識、社会福
祉事業に携わる者としての姿勢・責務、利用者のプライバ
シー保護や権利擁護に関する規程・マニュアル等について、
職員に研修を実施している。

■ 141 一人ひとりの利用者にとって、生活の場にふさわしい快適な
環境を提供し、利用者のプライバシーを守れるよう設備等の
工夫を行っている。

■ 142 利用者や家族にプライバシー保護と権利擁護に関する取組を
周知している。

■ 143 規程・マニュアル等にもとづいた福祉サービスが実施されて
いる。

■ 144 不適切な事案が発生した場合の対応方法等が明示されてい
る。

ａ

ａ

Ⅲ
適
切
な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
実
施

１
利
用
者
本
位
の
福
祉
サ
ー

ビ
ス

利用者を尊重
する姿勢が明
示されてい
る。

利用者を尊重
した福祉サー
ビス提供につ
いて共通の理
解をもつため
の取組を行っ
ている。

利用者のプラ
イバシー保護
等の権利擁護
に配慮した福
祉サービス提
供が行われて
いる。

・法人の基本理念があり、年度初めに職員に
配布される「業務の手引き」の中に職員の行
動規範とともに記載されており、職員会議で
読み合わせをしたり、各自で目を通して理解
を深め、それに基づいて行動するようにして
いる。また権利擁護や接遇についての内部研
修に参加し、会議などで実践状況について振
り返ることによって人権意識を高めている。
事業所独自の技術利用者アンケートにより職
員が利用者の人権に配慮しているかを定期的
に確認している。

・「個人情報に関する基本方針」や「個人情
報取り扱いに関する規定」が整備されてお
り、職員へは「業務の手引き」の中の職員行
動規範やスタッフ確認事項で周知を図り、内
部や外部の研修でも権利擁護や虐待防止につ
いて理解を深めるようにしている。利用者や
家族へは「重要事項説明書」や「契約書」を
用いて説明している。また万が一不適切な事
案が発生した場合には第三者委員や苦情窓
口、行政機関と連携して対応することになっ
ている。



共通評価項目・評価結果 14/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ 1 (2) ① □ 145 理念や基本方針、実施する福祉サービスの内容や福祉施設・
事業所の特性等を紹介した資料を、公共施設等の多くの人が
入手できる場所に置いている。

□ 146 組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で
誰にでもわかるような内容にしている。

■ 147 福祉施設・事業所の利用希望者については、個別にていねい
な説明を実施している。

□ 148 見学、体験入所、一日利用等の希望に対応している。

□ 149 利用希望者に対する情報提供について、適宜見直しを実施し
ている。

② ■ 150 サービス開始・変更時の福祉サービスの内容に関する説明と
同意にあたっては、利用者の自己決定を尊重している。

■ 151 サービス開始・変更時には、利用者がわかりやすいように工
夫した資料を用いて説明している。

■ 152 説明にあたっては、利用者や家族等が理解しやすいような工
夫や配慮を行っている。

■ 153 サービス開始・変更時には、利用者や家族等の同意を得たう
えでその内容を書面で残している。

□ 154 意思決定が困難な利用者への配慮についてルール化され、適
正な説明、運用が図られている。

③ ■ 155 福祉サービスの内容の変更にあたり、従前の内容から著しい
変更や不利益が生じないように配慮されている。

■ 156 他の福祉施設・事業所や地域・家庭への移行にあたり、福祉
サービスの継続性に配慮した手順と引継ぎ文書を定めてい
る。

■ 157 福祉サービスの利用が終了した後も、組織として利用者や家
族等が相談できるように担当者や窓口を設置している。

□ 158 福祉サービスの利用が終了した時に、利用者や家族等に対
し、その後の相談方法や担当者について説明を行い、その内
容を記載した文書を渡している。

ｂ

ｂ

ｂ

福祉サービス
の提供に関す
る説明と同意
（自己決定）
が適切に行わ
れている。

利用希望者に
対して福祉
サービス選択
に必要な情報
を積極的に提
供している。

福祉サービス
の開始・変更
にあたり利用
者等にわかり
やすく説明し
ている。

福祉施設・事
業所の変更や
家庭への移行
等にあたり福
祉サービスの
継続性に配慮
した対応を

行っている。

・サービスの開始にあたっては、重要事項説
明書や契約書を用いて、利用者や家族の希望
を聞き、自己決定を尊重しながら説明をして
同意を得ている。またサービス変更時には相
談支援専門員と連携し、本人や家族の意向を
確認しながら進めている。今後、意思決定が
困難な利用者への配慮についてのルール化な
どを検討されることを期待したい。

・訪問支援につき非該当

・福祉サービス事業所変更にあたり、法人内
の相談室や利用者に関わっている訪問看護な
どの事業所と連携し、担当の相談支援専門員
が対応している。また、必要に応じて文書に
よる情報を提供し、継続した支援が受けられ
るように配慮している。現状、相談支援専門
員が利用者との間に入っているので事業所の
変更等による不利益が利用者に生じることは
ないが、当事業所のサービスの利用が終了し
た時に、その後の相談方法や担当者について
記載した事業所としての文書を整備されるこ
とを期待したい。

・法人のホームページがあり、各施設・事業
所ごとのサービス内容が記載されたページや
法人の理念を閲覧することができる。パンフ
レットも作成され、当事業所がある複合施設
に置かれている。また、新規利用者にはプラ
ンナーやサービス提供責任者がパンフレット
や重要事項説明書、契約書を用いてわかりや
すく説明するようにしている。今後さらに事
業所を広く周知したり、利用者の選択の幅を
広げるために公共施設等にパンフレットを置
いたり、適宜、情報の見直しをされることを
期待したい。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ 1 (3) 利用者満足の
向上に努めて
いる。

① ■ 159 利用者満足に関する調査が定期的に行われている。

■ 160 利用者への個別の相談面接や聴取、利用者懇談会が、利用者
満足を把握する目的で定期的に行われている。

□ 161 職員等が、利用者満足を把握する目的で、利用者会や家族会
等に出席している。

■ 162 利用者満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果
を分析・検討するために、利用者参画のもとで検討会議の設
置等が行われている。

■ 163 分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行っている。

(4) ① ■ 164 苦情解決の体制（苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の
設置、第三者委員の設置）が整備されている。

■ 165 苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示さ
れ、資料を利用者等に配布し説明している。

■ 166 苦情記入カードの配布やアンケート（匿名）を実施するな
ど、利用者や家族が苦情を申し出しやすい工夫を行ってい
る。

■ 167 苦情内容については、受付と解決を図った記録を適切に保管
している。

■ 168 苦情内容に関する検討内容や対応策については、利用者や家
族等に必ずフィードバックしている。

■ 169 苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た利用者や家族等
に配慮したうえで、公表している。

■ 170 苦情相談内容にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる
取組が行われている。

ａ

ａ

利用者満足の
向上を目的と
する仕組みを
整備し、取組
を行ってい
る。

利用者が意見
等を述べやす
い体制が確保
されている。

苦情解決の仕
組みが確立し
ており、周
知・機能して
いる。

・アンケート形式の利用者調査が実施され、
利用者本人や家族が回答し、困難な場合は職
員がサポートをして回答を得ている。調査内
容は「職員の支援の仕方」「家族への接し
方」「総合的な感想」等で構成され、結果を
集計し利用者や保護者へ報告している。ま
た、調査結果は職員会議で集計し、出された
意見や要望等を職員間で共有し、課題も抽出
し改善へと繋げている。

・訪問支援につき非該当

・「社会福祉法人長野市社会事業協会苦情解
決に関する規定」で苦情解決の体制が明記さ
れており、今年度も苦情の受け付けは1件も
ないが、苦情があった場合には受付書に記入
し、手順に沿って対応し、必要に応じて利用
者へ検討結果や対応策をフィードバックする
ことになっている。また苦情受付体制につい
ては重要事項説明書で利用者及び家族へ説明
するだけでなく、「業務の手引き」の中に苦
情解決の仕組みが記載されており、職員も理
解を深めている。



共通評価項目・評価結果 16/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ Ⅰ (4) ② ■ 171 利用者が相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や
相手を自由に選べることをわかりやすく説明した文書を作成
している。

■ 172 利用者や家族等に、その文章の配布やわかりやすい場所に掲
示する等の取組を行っている。

□ 173 相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境
に配慮している。

③ □ 174 相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の
検討等について定めたマニュアル等を整備している。

□ 175 対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。

■ 176 職員は、日々の福祉サービスの提供において、利用者が相談
しやすく意見を述べやすいように配慮し、適切な相談対応と
意見の傾聴に努めている。

■ 177 意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的
に把握する取組を行っている。

■ 178 職員は、把握した相談や意見について、検討に時間がかかる
場合に状況を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っ
ている。

■ 179 意見等にもとづき、福祉サービスの質の向上に関わる取組が
行われている。

ａ

ｂ

利用者が相談
や意見を述べ
やすい環境を
整備し、利用
者等に周知し
ている。

利用者からの
相談や意見に
対して、組織
的かつ迅速に
対応してい
る。

・サービス提供時に利用者の相談や意見を聴
くようにし、受けた意見はサービス提供記録
に記入したり、直接サービス提供責任者に伝
えるようにしている。相談内容によっては他
職種と相談したり、職員会議で検討し、検討
結果と対応策を利用者へ口頭で伝えたり、連
絡ノートに記載し伝えたりしている。また定
期的に利用者調査を行い、意見・要望も把握
している。今後、利用者から受けた相談の記
録方法や報告手順、対応策の検討方法などを
マニュアル化し、また、適宜見直すことに
よって組織的に運用されていくことを期待し
たい。

・日常的に関わっている職員がサービス提供
時に意見や要望を吸い上げるだけでなく、い
つでも事務所やサービス提供責任者へ連絡で
きることを伝えている。また、定期的に利用
者調査を実施し、意見や要望を把握するよう
にしている。

訪問支援につき非該当



共通評価項目・評価結果 17/20

評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ 1 (5) ① ■ 180 リスクマネジメントに関する責任者の明確化（リスクマネ
ジャーの選任・配置）、リスクマネジメントに関する委員会
を設置するなどの体制を整備している。

■ 181 事故発生時の対応と安全確保について責任、手順（マニュア
ル）等を明確にし、職員に周知している。

■ 182 利用者の安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われて
いる。

■ 183 収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析
し、改善策・再発防止策を検討・実施する等の取組が行われ
ている。

■ 184 職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行ってい
る。

■ 185 事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定
期的に評価・見直しを行っている。

② ■ 186 感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整
備されている。

■ 187 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員
に周知徹底している。

■ 188 担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に
関する勉強会等を開催している。

　 ■ 189 感染症の予防策が適切に講じられている。

■ 190 感染症が発生した場合には対応が適切に行われている。

■ 191 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直
している。

ａ

ａ

安心・安全な
福祉サービス
の提供のため
の組織的な取
組が行われて
いる。

安心・安全な
福祉サービス
の提供を目的
とするリスク
マネジメント
体制が構築さ
れている。

感染症の予防
や発生時にお
ける利用者の
安全確保のた
めの体制を整
備し、取組を
行っている。

・感染症についての責任者は所長が担い、
「業務の手引き」の中の「感染予防の基本マ
ニュアル」を用いて職員へ周知し、マニュア
ルは毎年見直しをしている。職員はサービス
提供にあたって、エプロンや使い捨て手袋、
消毒液を持参して感染予防に努め、事業所入
り口には消毒液も置かれている。また感染症
の流行時期には職員会議で確認するだけでな
く、サービス提供時に利用者へも啓蒙してい
る。

・法人としてリスクマネジメント委員会が設
置されており、対応方法の周知や書類の見直
しを適宜実施している。各職員は「業務の手
引き」の中にある「事故発生と事後の対応」
「非常時連絡マニュアル」「交通事故災害マ
ニュアル」等に則り、対処することになって
いる。案件が発生した場合には、ヒヤリハッ
ト・事故報告書を作成し、対応した職員と
サービス提供責任者で改善策を検討した後、
職員間で情報を共有し利用者へフィードバッ
クしている。また、緊急時に対応できるよう
に救急法の内部研修も実施している。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ 1 (5) ③ ■ 192 災害時の対応体制が決められている。

■ 193 立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉
サービス提供を継続するために必要な対策を講じている。

□ 194 利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員
に周知されている。

□ 195 食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄
を整備している。

■ 196 防災計画等整備し、地元の行政をはじめ、消防署、警察、自
治会、福祉関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を
実施している。

■ 197 防犯に係る利用者等の安全の確保対策を検討し、実施してい
る。

Ⅲ (1) ① ■ 198 標準的な実施方法が適切に文書化されている。

■ 199 標準的な実施方法には、利用者の尊重、プライバシーの保護
や権利擁護に関わる姿勢が明示されている。

■ 200 標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職
員に周知徹底するための方策を講じている。

■ 201 標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確
認する仕組みがある。

② ■ 202 福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しに関する時
期やその方法が組織で定められている。

■ 203 福祉サービスの標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に
実施されている。

■ 204 検証・見直しにあたり、個別支援計画の内容が必要に応じて
反映されている。

■ 205 検証・見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が
反映されるような仕組みになっている。

標準的な実施
方法について
見直しをする
仕組みが確立
している。

ｂ

提供する福祉
サービスにつ
いて標準的な
実施方法が文
書化され福祉
サービスが提
供されてい
る。

ａ

ａ

災害時等にお
ける利用者の
安全確保のた
めの取組を組
織的に行って
いる。

２
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
確
保

提供する福祉
サービスの標
準的な実施方
法が確立して
いる。

・訪問によるサービスが主であり、それぞれ
の利用者によって身体的、精神的な状態が異
なるため、共通の支援方法を定めることは困
難である。よって利用者ごとの個別支援計画
が基になり、一人ひとりの手順書や指示書が
作成されている。利用者の手順については
サービス提供責任者が同行して指導したり、
職員会議にて周知を図っている。また手順に
沿って実施されているかどうかは、サービス
提供記録や指示書で確認できるようになって
いる。

・個別支援計画書を基に、各利用者に関して
の情報は個別のファイルや手順書に落とし込
まれており、必要に応じて検証と見直しを
行っている。サービスに入った職員が気づい
たことや課題などについては、カンファレン
スや職員会議で検討し、決定事項を口頭や指
示書で申し送るようにしている。

・訪問支援につき非該当

・事業計画書や運営規定に災害時に関する記
載があり、火事・地震・水害などについての
緊急時連絡マニュアルや連絡網が整備され、
職員で読み合わせをして理解を深めている。
また、毎年、事業所がある複合施設全体とし
て、火災や不審者対応訓練を地域住民ととも
に実施している。今後、災害発生時の利用者
の安否確認や連絡体制などの仕組みを整え、
万が一に備えられることを期待したい。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ 2 (2) ① ■ 206 個別支援計画策定の責任者を設置している。

■ 207 アセスメント手法が確立され、適切なアセスメントが実施さ
れている。

■ 208 部門を横断したさまざまな職種の関係職員（種別によっては
組織以外の関係者も）が参加して、アセスメント等に関する
協議を実施している。

■ 209 個別支援計画には、利用者一人ひとりの具体的なニーズが明
示されている。

■ 210 個別支援計画を策定するための部門を横断したさまざまな職
種による関係職員（種別によっては組織以外の関係者も）の
合議、利用者の意向把握と同意を含んだ手順を定めて実施し
ている。

■ 211 個別支援計画どおりに福祉サービスが行われていることを確
認する仕組みが構築され、機能している。

■ 212 支援困難ケースへの対応について検討し、積極的かつ適切な
福祉サービスの提供が行われている。

② ■ 213 個別支援計画の見直しについて、見直しを行う時期、検討会
議の参加職員、利用者の意向把握と同意を得るための手順
等、組織的な仕組みを定めて実施している。

■ 214 見直しによって変更した個別支援計画の内容を、関係職員に
周知する手順を定めて実施している。

■ 215 個別支援計画を緊急に変更する場合の仕組みを整備してい
る。

■ 216 個別支援計画の評価・見直しにあたっては、標準的な実施方
法に反映すべき事項、福祉サービスを十分に提供できていな
い内容（ニーズ）等、福祉サービスの質の向上に関わる課題
等が明確にされている。

ａ

ａ

適切なアセス
メントにより
福祉サービス
実施計画が策
定されてい
る。

アセスメント
にもとづく個
別支援計画を
適切に策定し
ている。

定期的に個別
支援計画の評
価・見直しを
行っている。

・個別支援計画の責任者はサービス提供責任
者であり、フェイスシートと課題分析シート
からアセスメントし、具体的支援内容を計画
に落とし込んでいる。個別支援計画通りに実
施されているかどうかは指示書やサービス提
供記録で確認でき、看護師や相談員などの関
係職員が集まり支援会議を定期的に行い、支
援の方向性や課題などについて話し合いをし
ている。また、支援困難なケースについても
関係職種と連携し、利用者にとってより良い
状態を作り出せるように検討をしている。

・利用者や家族の意向を踏まえ、個別支援計
画の見直しは1年、モニタリングは6ヶ月ごと
に行い、現状に即した計画や支援が行われて
いるかどうかを評価している。利用者の心身
の状態に変化が見られた場合には随時見直し
をしている。モニタリングや更新した情報は
職員会議やヘルパー会議、回覧などで周知し
ている。
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評価
対象

評価
分類

評価評 価 項 目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント 

Ⅲ 2 (3) ① ■ 217 利用者の身体状況や生活状況等を、組織が定めた統一した様
式によって把握し記録している。

■ 218 個別支援計画にもとづくサービスが実施されていることを記
録により確認することができる。

■ 219 記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、
記録要領の作成や職員への指導等の工夫をしている。

■ 220 組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な
情報が的確に届くような仕組みが整備されている。

■ 221 情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での
取組がなされている。

■ 222 パソコンのネットワークシステムの利用や記録ファイルの回
覧等を実施して、事業所内で情報を共有する仕組みが整備さ
れている。

② ■ 223 個人情報保護規程等により、利用者の記録の保管、保存、廃
棄、情報の提供に関する規定を定めている。

■ 224 個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が
規定されている。

■ 225 記録管理の責任者が設置されている。

■ 226 記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教
育や研修が行われている。

■ 227 職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守している。

■ 228 個人情報の取扱いについて、利用者や家族に説明している。

ａ

ａ

利用者に関す
る記録の管理
体制が確立し
ている。

福祉サービス
実施の記録が
適切に行われ
ている。

利用者に関す
る福祉サービ
ス実施状況の
記録が適切に
行われ、職員
間で共有化さ
れている。

・「個人情報に対する基本方針」や「運営規
定」に個人情報取り扱いに関しての記載があ
り、記録の保存や廃棄に関しても法人の規定
で定められている。記録管理の責任者は所長
が担い、利用者の記録ファイルは鍵のかかる
棚で保管されている。職員に対しては、「業
務の手引き」の中にあるスタッフの確認事項
や職員の行動規範を基に研修し、利用者や家
族に対しては重要事項説明書で説明し、同意
をいただいている。

・利用者の身体状況や生活状況はフェイス
シートや課題分析シートに記録され、指示書
やサービス提供記録で個別支援計画に基づく
サービスが行われているかを確認することが
できる。記録の書き方に関してはサービス提
供責任者が指導し、事業所のパソコンで各種
書類や個別支援計画書を閲覧することも可能
である。また記録を含め、業務に関すること
や利用者に関することは、毎月の職員会議や
ヘルパー会議で話し合いをし共有化してい
る。
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（別添２）

別添１－４

事　業　所　名：    　 ほっとらいふステーション桃の郷

長野県福祉サービス第三者評価基準の考え方と評価のポイント、評価の着眼点【障がい者・児福祉サービス版】共通項目に係る判断基準による

評価
対象

評価
分類

評価

Ａ (1) 自己決定
の尊重

① 利用者の自己決定を尊重し
た個別支援と取組を行って
いる。

■ 1 利用者の自己決定を尊重するエンパワメントの理念に
もとづく個別支援を行っている。

■ 2 利用者の主体的な活動については、利用者の意向を尊
重しながら、その発展を促すように支援を行っている。

■ 3 趣味活動、衣服、理美容や嗜好品等については、利用
者の意思と希望や個性を尊重し、必要な支援を行って
いる。

□ 4 生活に関わるルール等については、利用者と話し合う
機会（利用者同士が話し合う機会）を設けて決定してい
る。

■ 5 利用者一人ひとりへの合理的配慮が、個別支援や取組
をつうじて具体化されている。

■ 6 利用者の権利について職員が検討し、理解・共有する
機会が設けられている。

評価項目

　　　　　　　　　　　　　　　　事業評価の結果（内容評価項目）

評 価 細 目

１
利
用
者
の
尊
重
と
権
利
擁
護

着 眼 点

　　　　第三者評価の判断基準

〇判断基準の「a、ｂ、ｃ」は、評価項目に対する到達状況を示しています。
「ａ」評価・・・よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上を目指す際に目安とする状態
「ｂ」評価・・・ａに至らない状況＝多くの施設・事業所の状態、ａに向けた取組みの余地がある状態
「ｃ」評価・・・ｂ以上の取組みとなることを期待する状態

コメント

・訪問支援につき非該当

・「業務の手引き」には、職員の行動規範
の記載があり、利用者の自己決定を尊重す
る内容となっている。また、職場内研修で
は自己決定を尊重した個別支援や取り組み
方法の研修を実施している。支援会議では
居宅介護等事業所としての役割を明確にし
て利用者が自己決定のできる場面を探し
サービス手順書等に具体的に記している。

福祉サービス種別：  障がい者・（児）

ａ
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評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 1 (2) 権利侵害
の防止等

① □ 7 権利侵害の防止等のために具体的な内容・事例を収
集・提示して利用者に周知している。

■ 8 権利侵害の防止と早期発見するための具体的な取組を
行っている。

■ 9 原則禁止される身体拘束を緊急やむを得ない場合に一
時的に実施する際の具体的な手続と実施方法等を明確
に定め、職員に徹底している。

■ 10 所管行政への虐待の届出・報告についての手順等を明
確にしている。

□ 11 権利侵害の防止等について職員が具体的に検討する
機会を定期的に設けている。

■ 12 権利侵害が発生した場合に再発防止策等を検討し、理
解のもとで実践する仕組みが明確化されている。

(1) 支援の基
本

① 利用者の自律・自立生活の
ための支援を行っている。

■ 13 利用者の心身の状況、生活習慣や望む生活等を理解
し、一人ひとりの自律・自立に配慮した個別支援を行っ
ている。

■ 14 利用者が自力で行う生活上の行為は見守りの姿勢を基
本とし、必要な時には迅速に支援している。

■ 15 自律・自立生活のための動機づけを行っている。

■ 16 生活の自己管理ができるように支援している。

■ 17 行政手続、生活関連サービス等の利用を支援してい
る。

ａ

2
生
活
支
援

利用者の権利侵害の防止等
に関する取組が徹底されて
いる。

ｃ

・居宅支援事業所として権利侵害に関する
様々な研修を全職員が受講できるように、
法人外研修、法人内職階別研修等の年間計
画に位置づけ実施している。また、法人の
委員会活動として権利擁護委員会があり、
各施設・事業所における権利擁護の実践、
緊急時対応等、全体のサービスの質のアッ
プに取り組んでいる。法人の基本指針には
人権の尊重が掲げられ、職員の行動規範に
は権利侵害についてより具体的に記されて
いる。支援会議の記録や居宅介護等計画、
職員インタビューでは、「本人のできるこ
とや自己選択できる内容」を記したり説明
しており、実践していることが確認でき
た。今後、職員が権利侵害の防止等につい
て更に具体的に検討する機会を設け、権利
侵害を発生させない組織づくりと対応方法
の周知・徹底を進め、予防的な支援、早期
発見に向けて取組を強化されていくことを
期待したい。

・利用者の自律・自立生活のために、支援
会議等に参加し他職種と連携している。利
用者の心身の状況や生活習慣を把握し、一
人ひとりの望む暮らしを理解し、居宅での
個別支援計画が立案されている。職員は
日々のケアの中から「できること」を探
し、見極め、動機づけを行い、支援してい
る。

○利用者の尊重と権利擁護は、福祉

施設・事業所の使命・役割の基本であ

り、虐待等の権利侵害を防止すること

は法令で必須とされる事項です。よって、

取組の重要性に鑑み、取組が十分でな

い場合には、「ｃ」評価とします。
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評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 2 (1) ② ■ 18 利用者の心身の状況に応じて、さまざまな機会や方法
によりコミュニケーションがはかられている。

■ 19 コミュニケーションが十分ではない利用者への個別
的な配慮が行われている。

■ 20 意思表示や伝達が困難な利用者の意思や希望をでき
るだけ適切に理解するための取組を行っている。

■ 21 利用者のコミュニケーション能力を高めるための支援を
行っている。

■ 22 必要に応じて、コミュニケーション機器の活用や代弁者
の協力を得るなどの支援や工夫を行っている。

③ 利用者の意思を尊重する支
援としての相談等を適切に
行っている。

■ 23 利用者が職員に話したいことを話せる機会を個別に設
けている。

■ 24 利用者の選択・決定と理解のための情報提供や説明を
行っている。

■ 25 利用者の意思決定の支援を適切に行っている。

■ 26 相談内容について、サービス管理責任者等と関係職員
による検討と理解・共有を行っている。

■ 27 相談内容をもとに、個別支援計画への反映と支援全体
の調整等を行っている。

ａ

ａ

利用者の心身の状況に応じ
たコミュニケーション手段の
確保と必要な支援を行って
いる。

・利用者の心身の状況に応じて、文字盤や
ぺクス(PECS:絵カード交換式コミュニケー
ション・システム)、マウスパット等のコ
ミュニケーション機器を活用し意思や希望
を受容している。職場内研修の年間計画に
は「利用者を理解する。障がい特性を理解
する」等を組み込み、コミュニケーション
が十分でない利用者や意思表示、伝達が困
難な利用者の意見や希望をできるだけ汲み
取り、必要な支援ができるように取り組ん
でいる。

・個別の相談援助は行っていないが、居宅
支援事業所として日々の関わりで利用者や
保護者から聞き取ったたことを相談支援事
業所や他職種と共有し連携している。事業
所内でも複数の職員がチームとして一人の
利用者に関わっているいることから、日々
の支援での利用者や保護者の思いを把握
し、更に職員間で共有することで、支援者
が変わっても利用者の自己決定を促すこと
ができるように手順書等に付記している。
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評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 2 (1) ④ 個別支援計画にもとづく日中
活動と利用支援等を行って
いる。

■ 28 個別支援計画にもとづき利用者の希望やニーズにより
選択できる日中活動（支援・メニュー等）の多様化をは
かっている。

■ 29 利用者の状況に応じて活動やプログラム等へ参加する
ための支援を行っている。

■ 30 利用者の意向にもとづく余暇やレクリエーションが適切
に提供されている。

■ 31 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツに
関する情報提供を行っている。

■ 32 地域のさまざまな日中活動の情報提供と必要に応じた
利用支援を行っている。

■ 33 個別支援計画の見直し等とあわせて日中活動と支援内
容等の検討・見直しを行っている。

⑤ 利用者の障がいの状況に応
じた適切な支援を行ってい
る。

■ 34 職員は障がいに関する専門知識の習得と支援の向上を
はかっている。

■ 35 利用者の障がいによる行動や生活の状況などを把握
し、職員間で支援方法等の検討と理解・共有を行ってい
る。

■ 36 利用者の不適応行動などの行動障がいに個別的かつ
適切な対応を行っている。

■ 37 行動障がいなど個別的な配慮が必要な利用者の支援
記録等にもとづき、支援方法の検討・見直しや環境整備
等を行っている。

□ 38 利用者の障がいの状況に応じて利用者間の関係の調
整等を必要に応じて行っている。

ａ

ａ

・年度毎に職場内研修計画や職階別研修、
専門部会研修の計画を立て実施している。
利用者の中には常時介護と医療的なケアを
必要とする利用者、行動障がいによる特別
な行動のある利用者等、 利用者の障がいに
よる生活の状況や行動などを把握し、職員
間で支援方法等の検討と意思統一をしたう
えで、日々の生活支援を行う必要のある方
もおり、特に職場内研修では「利用者を理
解する」「障がい特性を理解する」等の研
修を行い、利用者の状況に応じた適切な支
援ができるように専門性の向上に取り組ん
でいる。

・訪問支援につき非該当

・当事業所では指定相談支援事業所が障害
者の総合的な援助方針や解決すべき課題を
踏まえ作成したサービス等利用計画に基づ
き、一人ひとりの利用者へのサービス内容
によって「行動援護計画」や「同行援護計
画」を作成し、サービス提供を行ってい
る。また、既存の日中活動に加えて、利用
者のニーズや心身の状況の変化に合わせ新
たな地域の日中活動についても情報提供を
行い、希望に応じた余暇支援も行ってい
る。支援内容は検討・見直しを繰り返し、
現状にあったものに随時変更されている。
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評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 2 (2) 日常的な
生活支援

① 個別支援計画にもとづく日常
的な生活支援を行っている。

■ 39 食事は利用者の嗜好を考慮した献立を基本としておい
しく、楽しく食べられるように工夫されている。

■ 40 利用者の心身の状況に応じて食事の提供と支援等を
行っている。

■ 41 利用者の心身の状況に応じて入浴支援や清拭等を行っ
ている。

■ 42 利用者の心身の状況に応じて排せつ支援を行ってい
る。

■ 43 利用者の心身の状況に応じて移動・移乗支援を行って
いる。

(3) 生活環境 ① 利用者の快適性と安心・安
全に配慮した生活環境が確
保されている。

■ 44 利用者の居室や日中活動の場等は、安心・安全に配慮
されている。

■ 45 居室、食堂、浴室、トイレ等は、清潔、適温と明るい雰囲
気を保っている。

■ 46 利用者が思い思いに過ごせるよう、また安眠（休息）で
きるよう生活環境の工夫を行っている。

□ 47 他の利用者に影響を及ぼすような場合、一時的に他の
部屋を使用するなどの対応と支援を行っている。

■ 48 生活環境について、利用者の意向等を把握する取組と
改善の工夫を行っている。

・当事業所としてサービス等利用計画に基
づき、個別支援計画を作成し、利用者の心
身の状況に応じて対応している。利用者ア
ンケートでは、「ヘルパーの支援を受ける
ようになって、あなたの生活がよくなりま
したか」との質問にほとんどの利用者が生
活がよくなっていると回答している。個別
支援計画には、利用者の状況に配慮した食
事提供や食事介助、排泄、入浴介助や支援
の内容が記されている。また、一人ひとり
の利用者の手順書や指示書には留意点など
が書き込まれ、個別支援計画に基づく支援
が提供されていることもサービス提供記録
で確認できた。

・訪問支援につき非該当

・当事業所では 利用者一人ひとりがくつろ
いで過ごせるような生活環境づくりに努め
ている。サービス提供責任者からヘルパー
への指示書にも「家族、環境の変化」欄を
設け、利用者の 生活環境に関する 意向等
を把握し、利用者や家族等の利便性に合わ
せ改善のための工夫を行っている。また、
居住空間の快適性に配慮するとともに、利
用者の尊厳と安心・安全を確保するため、
生活の場の設備や備品等については安全で
快適に使用できるよう配慮している。

ａ

ａ



内容評価項目・評価結果　6/10

評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 2 (4) 機能訓
練・生活
訓練

① 利用者の心身の状況に応じ
た機能訓練・生活訓練を行っ
ている。

ａ） □ 49 生活動作や行動のなかで、意図的な機能訓練・生活訓
練や支援を行っている。

ｂ） □ 50 利用者が主体的に機能訓練・生活訓練を行えるよう工
夫している。

ｃ） □ 51 利用者の障がいの状況に応じて専門職の助言・指導の
もとに機能訓練・生活訓練を行っている。

□ 52 利用者一人ひとりの計画を定め、関係職種が連携して
機能訓練・生活訓練を行っている。

□ 53 定期的にモニタリングを行い、機能訓練・生活訓練計画
や支援の検討・見直しを行っている。

(5) ① 利用者の健康状態の把握と
体調変化時の迅速な対応等
を適切に行っている。

■ 54 入浴、排せつなどの支援のさまざまな場面をつうじて、
利用者の健康状態の把握に努めている。

□ 55 医師又は看護師等による健康相談や健康面での説明
の機会を定期的に設けている。

■ 56 利用者の障がいの状況にあわせた健康の維持・増進の
ための工夫を行っている。

■ 57 利用者の体調変化等における迅速な対応のための手
順、医師・医療機関との連携・対応を適切に行ってい
る。

■ 58 障がい者・児の健康管理等について、職員研修や職員
の個別指導等を定期的に行っている。

ａ

健康管
理・医療
的な支援

・訪問支援につき評価外

・訪問支援につき非該当

・当事業所では自宅訪問や相談支援専門員
から情報を得、また、支援会議等で利用者
の日頃の健康状態を把握している。身体介
護では入浴、排泄の支援を行い、入浴時に
は一連の動作確認や皮膚状態等の観察、排
泄介助時には便・尿性状等も含めて観察を
行い、必要に応じて医師や医療機関との連
携を図るため手順を決めている。生活援助
では健康の維持・増進のため、献立や調理
方法を変える等で対応している。職員は利
用者の健康管理について研修を開催して知
識を高めている。



内容評価項目・評価結果　7/10

評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 2 (5) ② 医療的な支援が適切な手順
と安全管理体制のもとに提
供されている。

ａ） □ 59 医療的な支援の実施についての考え方（方針）と管理者
の責任が明確であり、実施手順や個別の計画が策定さ
れている。

ｂ） □ 60 服薬等の管理（内服薬・外用薬等の扱い）を適切かつ確
実に行っている。

ｃ） □ 61 慢性疾患やアレルギー疾患等のある利用者について
は、医師の指示にもとづく適切な支援や対応を行ってい
る。

□ 62 介護職員等が実施する医療的ケアは、医師の指示にも
とづく適切かつ安全な方法により行っている。

□ 63 医師や看護師の指導・助言のもと、安全管理体制が構
築されている。

□ 64 医療的な支援に関する職員研修や職員の個別指導等
を定期的に行っている。

(6) 社会参
加、学習
支援

① 利用者の希望と意向を尊重
した社会参加や学習のため
の支援を行っている。

■ 65 利用者の希望と意向を把握し、社会参加に資する情報
や学習・体験の機会を提供する等、社会参加への支援
を行っている。

■ 66 利用者の外出・外泊や友人との交流等について、利用
者を尊重して柔軟な対応や支援を行っている。

□ 67 利用者や家族等の希望と意向を尊重して学習支援を
行っている。

□ 68 利用者の社会参加や学習の意欲を高めるための支援
と工夫を行っている。

ｂ

・当事業所では利用者の自立支援として、
身体介護、家事援助、同行援護、行動援
護、重度訪問介護、移動支援等を実施して
おり、生活に幅を持たせるアテンダント
サービスも有償で実施し、併設の相談支援
事業所とも共同し社会参加への支援を行っ
ている。また、当事業所の入る障害者福祉
施設に隣接する多機能型事業所とも共同し
地域の人々に向けて祭り（ハーモニー夢ま
つり）を開催しており、移動支援・通院介
助等対象の利用者も含めて計画に沿い利用
者の参加を促し、余暇支援の充実を図って
いる。今後、自立生活に向け、体験講座
（外出、学習、交流活動）、絵画教室、調
理教室、自立体験（日中活動）等の利用
者・家族の社会参加の場を創り、地域社会
で更に豊かに暮らせるよう支援されていく
ことを期待したい。

・訪問支援につき医療支援を実施していな
いため評価外



内容評価項目・評価結果　8/10

評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 2 (7) ① ■ 69 利用者の希望と意向を把握し、地域生活に必要な社会
資源に関する情報や学習・体験の機会を提供している。

■ 70 利用者の社会生活力と地域生活への移行や地域生活
の意欲を高める支援や工夫を行っている。

■ 71 地域生活への移行や地域生活について、利用者の意
思や希望が尊重されている。

■ 72 地域生活への移行や地域生活に関する課題等を把握
し、具体的な生活環境への配慮や支援を行っている。

■ 73 地域生活への移行や地域生活のための支援について、
地域の関係機関等と連携・協力している。

(8) ① 利用者の家族等との連携・
交流と家族支援を行ってい
る。

■ 74 家族等との連携・交流にあたっては、利用者の意向を尊
重して対応を行っている。

■ 75 利用者の生活状況等について、定期的に家族等への報
告を行っている。

■ 76 利用者の生活や支援について、家族等と意見交換する
機会を設けている。

■ 77 利用者の生活や支援に関する家族等からの相談に応
じ、必要に応じて助言等の家族支援を行っている。

■ 78 利用者の体調不良や急変時の家族等への報告・連絡
ルールが明確にされ適切に行われている。

■ 79 利用者の生活と支援に関する家族等との連携や家族支
援についての工夫を行っている。

ａ

a

家族等と
の連携・
交流と家
族支援

地域生活
への移行
と地域生
活の支援

利用者の希望と意向を尊重
した地域生活への移行や地
域生活のための支援を行っ
ている。

・サービス提供責任者は相談支援事業所と
連繋を図りながら住み慣れた地域で生活が
継続できるように支援している。様々な利
用者のニーズをモニタリングや訪問で聞き
取り、個別に対応できるようにしており、
「長野市障害福祉サービスガイド」等、
国・県・市からの発行文書で得た社会資源
等の情報を必要とする利用者にその都度説
明している。ヘルパーからの報告やサービ
ス提供責任者自らが得た利用者の生活の様
子や課題等は、毎月、相談支援事業所に向
けて書面による報告を行っており、日常的
な相談やバックアップ体制で連携が図れる
ようにしている。場合によっては、利用者
のニーズに応じて他事業への斡旋などの橋
渡しも行っている。利用者にとって必要な
情報は、事業所として一元化して対応して
おり、訪問支援のサービス中に利用者から
生活情報の問い合わせなどを受けた場合
は、独自で判断したり回答することを禁止
し、サービス中に完結できることであれば
事業所に直接電話で問い合わせすることも
あり、そうでない場合は、ヘルパーが問い
合わせ内容を事業所に持ち帰り、所長や
サービス管理責任者から責任のある回答が
できるようにし、利用者に合わせて生活に
密着した買い物やイベントなど身近な情報
を提供できるようにしている。

・当事業所では、利用者の生活の質を高め
るため、また、家族とも連携が図れるよう
に、家族関係に関するアセスメントを実施
し、一人ひとりの事情に配慮しながら対応
している。職員インタビューで、利用者の
体調不良や急変時の家族への連絡方法や順
番等が決められていること、利用者の生活
に応じて家族の心身の状況や支援に関わる
負担に配慮し助言等を行っていること等を
確認することができた。



内容評価項目・評価結果　9/10

評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ (1) 発達支援 ① 子どもの障がいの状況や発
達過程等に応じた発達支援
を行っている。

ａ） □ 80 子どもの発達過程や適応行動の状況等を踏まえた発達
支援（個別支援）を行っている。

ｂ） □ 81 子どもの発達に応じて必要となる基本的日常動作や自
立生活を支援するための活動や取組について、個別活
動と集団活動等を組み合わせながら実施している。

ｃ） □ 82 子どもの活動プログラムについてはチームで作成すると
ともに、子どもの状況に応じた工夫や見直しを行ってい
る。

□ 83 子どもと保護者に対し、学校及び保育所や認定こども
園、児童発達支援事業所等との情報共有、連携・調整
をはかっている。

(1) 就労支援 ① 利用者の働く力や可能性を
尊重した就労支援を行って
いる。

ａ） □ 84 利用者一人ひとりの働く力や可能性を引き出すような取
組や工夫を行っている。

ｂ） □ 85 利用者一人ひとりの障がいに応じた就労支援を行って
いる。

ｃ） □ 86 利用者の意向や障がいの状況にあわせて、働くために
必要なマナー、知識・技術の習得や能力の向上を支援
している。

□ 87 働く意欲の維持・向上のための支援を行っている。

□ 88 仕事や支援の内容について、利用者への定期的な報告
と話し合いを行っている。

□ 89 地域の企業、関係機関、家族等との連携・協力のもとに
就労支援を行っている。

4
就
労
支
援

3
発
達
支
援

・障害児の事業所ではないため評価外

・就労支援の事業所ではないため評価
外



内容評価項目・評価結果　10/10

評価
対象

評価
分類

評価評価項目 評 価 細 目 着 眼 点 コメント

Ａ 4 (1) ② 利用者に応じて適切な仕事
内容等となるように取組と配
慮を行っている。

ａ） □ 90 利用者の意向や障がいの状況に応じた仕事時間、内
容・工程等となっている。

ｂ） □ 91 利用者が選択できるよう、多様な仕事の内容・工程等を
提供するための工夫を行っている。

ｃ） □ 92 仕事の内容・工程等の計画は、利用者と作成するよう努
めている。

□ 93 賃金（工賃）等を利用者にわかりやすく説明し、同意を
得たうえで適切に支払われている。

□ 94 賃金（工賃）を引き上げるための取組や工夫を行ってい
る。

□ 95 労働安全衛生に関する配慮を適切に行っている。

③ 職場開拓と就職活動の支
援、定着支援等の取組や工
夫を行っている。

ａ） □ 96 職場や受注先の開拓等により仕事の機会の拡大（職場
開拓）に努めている。

ｂ） □ 97 障害者就業・生活支援センターやハローワーク等との連
携を定期的かつ適切に行っている。

ｃ） □ 98 利用者の障がいの状況や働く力にあわせて、利用者と
企業とのマッチングなどの就職支援を適切に行ってい
る。

□ 99 就労後の利用者と職場との関係づくりなど、職場定着等
の支援を必要に応じて行っている。

□ 100 利用者や地域の障がい者が離職した場合などの受入
や支援を行っている。

□ 101 地域の企業等との関係性の構築や障がい者が働く場に
おける「合理的配慮」を促進する取組・働きかけを行って
いる。

・就労支援の事業所ではないため評価
外

・就労支援の事業所ではないため評価
外



別添 ３-１

福祉サービス種別 居宅介護等(訪問支援)

事業所名（施設名） ほっとらいふステーション桃の郷

１　調査概要

調査対象者　　　　　　利用者本人あるいは家族

調査方法　　　　　　　アンケート方式 *事業所の職員の方から利用者に直接アンケート用紙を渡していただき、

利用者総数（人）       60人　 主旨の説明とアンケート調査へのご協力をお願いしていただき実施した。

調査対象者数（人）     41人　　 　　　　　　

有効回答者数（人）     25人　　 　　　　　　

利用者総数に対する回答者割合（％）　41.7%

２　利用者調査全体のコメント

３　利用者調査の結果

≪ホームヘルパーの対応(たいおう)について≫ 

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問 1 24 1 0

96% 4% 0%

問 2 25 0 0

100% 0% 0%

問 3 22 2 0

92% 8% 0%

(注)回答の実数の合計が25人に満たない
項目には無回答という方がいる場合がありま
す。

利用者調査の結果

・調査票の記入者は「家族が本人の気持ちを推察して回答」したとする方がそれぞれ10名で40.0%、「サービス利用者本人」とする方が9
名で36.0%「本人が家族や介助者と相談しながら回答」したとする方が3名で12.0%であった。調査票の記入者の年齢で多いのは「14～20歳
未満」と「20～30歳未満」と「50～60歳未満」でそれぞれ5名で全体の20.0%、ついで「40～50歳未満」が4名で16.0%、「70～80歳未満」
が2名で8.0%、「30～40歳未満」・「60～70歳未満」・「80歳以上」がそれぞれ1名ずつで4.0%となっている。
・利用されている方の男女比は男性が40.0%、女性が60.0%となっている。また、ホームヘルプサービスを利用し始めたのは、2006年から
という方から直近の2019年という方まで幅広く、「2012年から」という方が4名で16.0%、ついで「2016年から」という方が3名で12.0%、
「2006年から」・「2013年から」・「2018年から」という方がそれぞれ2名で8.0%などとなっており、平均利用期間は「8.6年」となって
いる。
・障がいの状況では「身体障害者手帳」の方が15名で、そのうち「肢体不自由」という方が半数強ほどおり、また、療育手帳を保持され
ている方が14名、精神保健福祉手帳を持たれている方が5名と、おそらく、重複されている方もおられるのではないかと思われる。
・「現在利用しているホームヘルプサービスをどの程度満足していますか」という総合的な問に対しては「大変満足」・「満足」とする
方の合計が92%と、満足度はかなり高い。「障害を持つ子の入浴サービスをお願いしていますが、ヘルパーの方々が来られる前から大変楽
しみにしていて、帰られる時にはとても淋しそうにします。いろいろ話しかけて下さることも嬉しいようです」との満足を示す声が聞か
れている。
・回答された方の100%の方が満足としている項目として「ヘルパーは衛生や安全・安心に配慮してくれていますか」、「ヘルパーの支援
を受けるようになって、あなたの生活がよくなりましたか」の二つが上げられる。また、同じく満足度が高い項目として「あなたが利用
しているサービスをヘルパーはきちんとしてくれていますか」、「ヘルパーは、誰でも丁寧に接してくれていますか」、「ヘルパーはあ
なたや家族のプライバシーを守っていますか」、「サービスの提供にあたって、あなたの気持ちを大切にしてくれていると思います
か」、「利用計画について、事業所から十分な説明がありましたか」等の5項目も上げられる。当事業所が掲げる運営方針の「利用者が居
宅において安心して自立生活を営むことができるように、利用者の心身その他の状況及び置かれている環境に応じた的確なサービス提供
に努める」、「利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める」を職員がサービス提供時に実践して
おり、利用者や保護者から好感を持って受け止められていることが感じられる。

実　　　　　　　　数　　　（人）調　　査　　項　　目

・かなり多くの保護者が「丁寧に接してくれている」としている。「丁寧に挨拶をしてくれ、子どもの名前、顔を見ながら介助して下さり、安心して利用させて頂いています」
との満足の声が上がっている。

・回答をいただいたほとんどの方が「ヘルパーは衛生や安全・安心に配慮してくれている」としている。「子どもがバタバタ暴れていても、危険のないように対応して頂き、
大変有難く思います」との声が聞かれている。

コ　　メ　　ン　　ト

・回答をいただいたうち、かなりの多くの方が「サービスをヘルパーはきちんとしてくれている」としている。この項目に関連しての意見・要望などはなかった。

あなたが利用(りよう)しているサービスをヘルパーはきちんとしてくれていますか

ヘルパーは衛生(えいせい)や安全(あんぜん)・安心(あんしん)に配慮(はいりょ)してくれてい
ますか

ヘルパーは、誰(だれ)でも丁寧(ていねい)に接(せっ)してくれていますか

1



別添 ３-１

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問 4 23 2 0 0

92% 8% 0% 0%

問 5 21 3 0

88% 13% 0% 0%

問 6 22 3 0

88% 12% 0% 0%

問 7 17 3 2 3

68% 12% 8% 12%

問 8 16 8 1

64% 32% 4%

≪生活(せいかつ)支援(しえん)について≫ 

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問 9 24 0 0

100% 0% 0%

≪利用者(りようしゃ)意思(いし)の尊重(そんちょう)について≫ 

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問 10 24 0 1

96% 0% 4%

ヘルパーはあなたや家族(かぞく)のプライバシーを守(まも)っていますか 

・回答をいただいたうちの多くの方が「事業所に言ったことがヘルパーにきちんと伝わっている」としている。この項目に関連しての意見・要望などはなかった。

・こちらの項目については三分の二弱の方が「生活や介護に関する情報提供・相談・助言などをしてくれる」としており、「困ったことがあれば相談しやすいです。これから
もお世話になります。宜しくお願い致します!!」との声が上がっている。「どちらともいえない」とする方が三分の一弱いるが、具体的な意見・要望などはなかった。

・回答をいただいたほとんどの方が「支援を受けるようになって、生活がよくなった」としている。「食べたい物を言えてます。少し考えるけど、食べたい物を言えてるので
良かったです」との満足を示す声が聞かれている。

・こちらの項目についてもかなり多くの方が「サービスの提供にあたって、気持ちを大切にしてくれている」しており、「希望の曜日、内容で支援して頂いていて、生活に潤
いが生まれ有難いです。日曜日や急な曜日などの時、支援して頂けるとさらに有難いです。今のままで充分で、これからゆくゆくそうなっていけばいいなあというところで
す」と期待を込めた満足の声が上がっている。事業所や職員の体制等に理解を示しつつも、「時間(1ｈ)に追われて、体調悪くとも無理せざるを得ない。もっと本当のつら
い気持ち(体の事や年齢に伴う)希望を聞いてほしい」との意見が上がっている。

ヘルパー間(かん)の連絡(れんらく)体制(たいせい)は十分(じゅうぶん)できていますか

ヘルパーの支援(しえん)を受(う)けるようになって、あなたの生活(せいかつ)がよくなりまし
たか

実　　　　　　　　数　　　（人）

事業所(じぎょうしょ)に言(い)ったことがヘルパーにきちんと伝(つた)わっていますか

事業所(じぎょうしょ)やヘルパーは、生活(せいかつ)や介護(かいご)に関(かん)する情報
(じょうほう)提供(ていきょう)・相談(そうだん)・助言(じょげん)などをしてくれますか

・こちらの項目については三分の二強の方が「連絡体制は十分できている」としている。「どちらともいえない」「いいえ」「わからない」とする方の合計も三分の一弱占めて
おり、「ヘルパー同士で情報共有をもう少しお願いしたい。二人で来る場合は、お互いの落ち度をフォローし合ってほしい」「たまにそうでない時もある」という意見が上
がっている。

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）

・こちらの項目についても多くの方が「気づかってくれている」としている。「子どもだけでなく、介助者(私)に対しても気遣って下さる」との声が聞かれている。

・この項目に関連しての意見・要望などはなかったが、かなり多くの保護者が「プライバシーを守っている」としている。

ヘルパーはあなたや家族(かぞく)のことを気(き)づかってくれていますか

コ　　メ　　ン　　ト

調　　査　　項　　目

コ　　メ　　ン　　ト

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）

コ　　メ　　ン　　ト

サービスの提供(ていきょう)にあたって、あなたの気持(きも)ちを大切(たいせつ)にしてくれ
ていると思(おも)いますか

2



別添 ３-１

≪利用(りよう)計画(けいかく)について≫ 

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問11 22 2 1

88% 8% 4% 0%

問12 24 1 0

96% 4% 0%

◆過去(かこ)1年(ねん)以内(いない)にこの事業所(じぎょうしょ)を利用(りよう)し始(はじ)めたという方

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問13 6 3 0

67% 33% 0%

問14 8 1 0

89% 11% 0%

問15 8 3 0

73% 27% 0%

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問16 21 1 2

88% 4% 8%

・かなり多くの方が「利用計画について、事業所から十分な説明があった」としている。この項目に関連しての意見・要望などはなかった。

この事業所(じぎょうしょ)を利用(りよう)することを決(き)める前(まえ)に、サービス内容(ない
よう)や利用(りよう)方法(ほうほう)についての説明(せつめい)は十分(じゅうぶん)ありました
か

・多くの方が「利用計画をつくる時、自分の状況や、自分や家族の要望をよく理解してくれた」としている。こちらの項目についても事業所や職員の体制等に理解を示しつ
つ「希望の曜日にしてもらえなく、困っている(混んでいるようで)」という期待を込めた意見が聞かれている。

・回答をいただいた方のうちの三分の二強の方が「サービスを利用するの情報（公開情報）は入手しやすかった」としている。この項目に関連しての意見・要望などはな
かった。

利用(りよう)計画(けいかく)について、事業所(じぎょうしょ)から十分(じゅうぶん)な説明(せつ
めい)がありましたか 

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）

コ　　メ　　ン　　ト

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）

コ　　メ　　ン　　ト

事業所(じぎょうしょ)では利用(りよう)計画(けいかく)をつくる時(とき)、あなたの状況(じょう
きょう)や、あなたや家族(かぞく)の要望(ようぼう)をよく理解(りかい)してくれましたか

◆契約(けいやく)の時(とき) その場(ば)にいたという方

≪サービス利用(りよう)前(まえ)および開始(かいし)時(じ)について≫

・この項目についての具体的な意見・要望などはなく、「ヘルパー訪問について、不満や要望を事業所に気軽に言うことができている」とする方が多い。「いいえ」とする回
答もあり、自分の意思を表すという点で言葉での表現が難しい方がおられるのではないかと思われる。

契約(けいやく)の際(さい)、内容(ないよう)について十分(じゅうぶん)説明(せつめい)があり
ましたか

サービスを利用(りよう)する際(さい)の情報(じょうほう)（公開(こうかい)情報(じょうほう)）は
入手(にゅうしゅ)しやすかったですか

・回答をいただいた方のうちの多くの方が「事業所を利用することを決める前に、サービス内容や利用方法についての説明は十分あった」としている。この項目について
も、関連しての意見・要望などはなかった。

・回答をいただいた方のうちの四分の三弱の方が「契約の際、内容について十分説明があった」としている。この項目についても、関連しての意見・要望などはなかっ
た。

≪要望(ようぼう)等(とう)への対応(たいおう)などについて≫

＊ご自身(じしん)にトラブル等(とう)の経験(けいけん)がない場合(ばあい)でも、事業所(じぎょうしょ)の状況
(じょうきょう)からご回答(かいとう)をいただいた。

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）

コ　　メ　　ン　　ト

ヘルパー訪問(ほうもん)について、不満(ふまん)や要望(ようぼう)を事業所(じぎょうしょ)に
気軽(きがる)に言(い)うことができますか

3



別添 ３-１

はい
どちらとも
いえない

いいえ わからない

問17 19 5 0

79% 21% 0%

・回答をいただいた方のうちの多くの方が「事業所は、不満や要望をよく聞いて対応してくれている」としている。こちらの項目についても事業所や職員の体制等に理解を
示しつつ「回数を増やしてほしいと希望したが却下された。スタッフの業務が多く、支援が難しいと理解できるのでそれ以上希望しないが、本人は希望している」との期待
の声が上がっている。

事業所(じぎょうしょ)は、不満(ふまん)や要望(ようぼう)をよく聞(き)いて対応(たいおう)してく
れていますか

調　　査　　項　　目 実　　　　　　　　数　　　（人）

コ　　メ　　ン　　ト
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